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講 演 「これからの社会資本整備、特に農業農村整備の方向性について」 

筑波大学大学院教授 

岩崎 美紀子 

 

 

ただいまご紹介にあずかりました岩崎でございます。最初のパートはパワーポイントを使

いますのでこういう横から説明させていただきます。途中からパワーポイントを使わない

ときは真ん中に行きますので、最初は横から失礼いたします。 

お手元にプログラムがあると思いますが、その最初のページに、どのようなお話を私が皆

さんにお伝えしたいかということで、３本柱を立てております。最初が新たな時代の農業

農村整備のあり方ということで、これがパワーポイントを使って説明させていただくもの

であります。それから、２番目が行政改革と公共事業、３番目が社会資本整備、特に農業

農村整備への新しいアプローチということになります。 

私はご紹介いただきましたように農業の専門家でもないので専門家の皆さまを前にお話

しすることは、異なる分野から見るとどのように見えるかというです。第１のパートの資

料は、「新たな時代の農業農村整備のあり方」という食料・農業・農村政策審議会農業農村

整備部会企画小委員会報告の図表を中心としたものをパワーポイントにしたもので、これ

をご説明いたします。２番目と３番目は、資料はありませんが、私の考えていることをお

伝えしたいと思っています。そういう段取りで進めさせていただきたいと思います。 

 

I 「新たな時代の農業農村整備のあり方」 

スライド１：（参考１）農家人口の減少 

では、最初の図から少しコメントを入れながらご説明をしたいと思います。日本は人口減

少になるわけですけれども、農家人口がどのくらい減少するかというのがこの図でわかり

やすく示されています。日本地図の方を見ると、北海道の色がちょっと違うということが

一目瞭然です。かなりの減少が予想されています。右側のグラフは、都市、平地、中間、

山間と４つに分けて、地域類型別に人口減少の推移を示したものです。都市部における農

家人口の減少が著しく、次いで中間の減少も顕著です。平地と山間は微減です。農家人口

の減少というのは何を意味するかというと、耕作放棄地の増大ということにつながること

になります。先ほどお昼の時間に平見先生からいろいろお伺いしておりましたところ、北

海道では耕作放棄地という問題はあまりないということで、規模の拡大につながっている

という恵まれた状況にあることがわかりました。しかし本土では農家人口の減少は耕作放

棄地の問題と一緒に論じられています。食料生産に必要な農地を確保できなくなるという

極めて重要な問題に繋がってくるととらえられています。 

 

スライド２：（参考２）農業就業者の高齢化 
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これは、農業就業者がどのくらい高齢化をしていくかということを 2000 年と 2020 年でシ

ミュレーションしたものであります。2025 年で農村部全体の高齢化率は 35%程度とされて

います。ここでも、日本地図のなかで北海道だけ色が違っています。一般的に言われてい

る問題と北海道の状況は、明らかに違うということです。しかしこの違いを残したままで

あっても、北海道でも農業就業者の高齢化が進むことは回避できないわけです。農業就業

者の高齢化は後継者問題とつながりますが、土地への執着が強い内地での問題と、それほ

どでもない北海道では、対応の仕方は異なると思われます。右のグラフは、さきほどと同

様、地域類型別に分けて高齢化の推移を予測したものです。どの地域においても、例外な

く高齢化が進みます。 

 

スライド３：（参考３）農業集落構造の変化 

これは農業集落数の増減率の市町村分布であります。右側の上のグラフを見ていただくと

はっきりするのは、農家戸数が 10 戸以下の農業集落が 2020 年には全体の半分くらいにな

ってしまうということです。これはオールジャパンで話をしているので、北海道では次の

講演でもっとご説明があると思います。 

 

スライド４：１農業集落あたりの戸数 

１農業集落あたりの平均総戸数と農家戸数を、2000 年の現実と 2020 年の予測で示したグ

ラフです。地域類型別に示されています。総戸数は都市では増え、平地で横這い、中山間

地では減少、農家戸数は、どの地域でも減っていくようです。私が委員を務めております

審議会企画小委員会では、これからの農業農村整備のあり方ということで、さまざまな統

計から 2020 年の状態を予測し、2000 年との違いを示し、対策を考えようとしているわけで

あります。 

 

スライド５：（参考４）今後の社会資本投資余力と市町村合併の影響 

これは今までのスライドと違って、一般的な行政情報です。左側の図は例の改革と展望の

試算で歳出構造がどうなっていくかを示しています。ここでポイントになっているのは公

共事業費を毎年３%ずつ減らすということですね。年３%を減らし、そこをまたベースに３%

減っていくわけですから、どんどん減っていく。一番右側の 23 年に書いてあるところでお

わかりになると思いますけれども、社会保障関係費を引いた一般歳出が 23%になってしまい

ます。現在はだいたい３分の１くらいですね。このグラフのポイントになっているところ

をもう１つ申し上げれば、国債費の増大です。歳出に占める国債費の割合が現在では約２

割ですが、それが 25％になる。国債費とは借金返しですよね。借金を返すどころか利払い

だけかもしれない。何も国民に還らない支出なんですね。これが増えるということは、現

在必要な、あるいは将来に向けて必要な投資にお金が回りにくくなるということです。グ

ラフで鶯色になっているのは地方交付税で、これは地方に回っていくわけですが、これは
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減少傾向です。その下のところが一般歳出。政策支出と国際スタンダードでは呼ばれてい

ますが、その中から社会保障費を除くと新たな攻めの姿勢の政策というかそういう部分の

割合がどんどん小さくなっています。手持ちのリソースが少なくなり守りの姿勢に入る。

全体的に閉塞的といいましょうか、そういうなんとなく先が細っていくというのが、この

グラフに出てしまっているわけですね。人口は減りますがある程度の社会資本の整備は必

要なわけで、その辺の価値観の転換をしてこの構造を変えなければ、だんだん細っていっ

て、現世代は創造性を失い、新しい次の世代は何も生み出せなくなるのではと不安です。

繰り返しになりますが、国債費の膨張が気になります。国民から調達したお金（税金）を

国民に返す（政策やサービス）ことが出来ない割合が増大しているというのは、国家とし

ては大きな問題であります。増税をしてもその分が借金返しに回るのであれば、国民は負

担増・サービス減の現実に直面する。財政再建の全体像が見えないまま、単発的な対応ば

かりでは、改革と展望にもなりません。 

右側のグラフは市町村合併による行政単位の広域化であります。3232 あった市町村は合

併の結果、約 1820 に減りました。市町村の数が減るということは、規模が拡大することで

もあります。平均をとってみると、合併前でも日本の市町村の人口規模は小さくはない。

日本の人口１億 2000 万を 3200 で割ると 3万 7000 人程度と概算できます。市町村には 350

万人の横浜市から 100 数十人の村までありますが、日本は 100 万人以上の都市が多いので、

それが平均値を引き上げます。でもこのような平均値は実態を反映していない。それで、

グラフに示したように、何人から何人とレンジをとり、そこにどれだけの市町村があるか

を見ることになります。ブルーが合併前、オレンジが合併後です。合併前は、5千人から１

万人の市町村が 3232 中 834 でもっとも数が多かったけれど、合併が進んだ 2006 年では、

人口 1万人から 2万人の自治体がもっとも多くなりました。行政単位が広域化したと言わ

れるのは、こういうことです。 

しかし各市町村の人口構成は違っているし、人口に注目しすぎて面積が二の次になるのは

よくないと思っています。北海道は 47 都道府県のなかで市町村数がもっとも多いですが、

面積も大きいので市町村の面積はかなり大きい。他の都道府県と比べて合併が進んでいな

いとされるのも、人口だけを考えて合併、合併というのも本当に正しいのかと思うことも

あります。私は政府審議会の委員もやっていますが、政府の政策を PR するのではなく、や

や懐疑的に「なぜ」そのような政策が必要なのか、どういう点が問題かといったことを考

えそれを伝えることも責務だと思っています。 

農業農村にとって市町村合併はどのような影響があるのでしょうか。合併市町村にとって

まず課題となるのが、総務系の組織人事調整や料金体系の一元化などで、実際の施策は後

回しになりやすい。都市系の市町村と農村系の市町村が合併した場合、農業・農村関係の

施策が薄くなるかもしれません。合併という規模の拡大の効果が本当に現れるかどうかは

少し時間がかかると思います。でもその間にもやはり重要なことは重要だと、こういう施

策は重要だから継続して欲しいとか、もうちょっとこっちの方を向いて欲しいとか、そう
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いうことを今まで以上に言っていかないと、自治体はとにかく合併で一杯一杯になってい

るので、そういう意味でも合併による影響というのは大きいと思うんですね。 

 

スライド６：（参考５）農業の構造改革を加速する基盤整備 

農業に戻ります。基盤整備についてです。販売目的で作付けした水稲の農業経営者の年齢

別作付面積で注目していただきたいのは、65 歳以上の方の作付面積の占める割合が大きい

ことです。全体の約３割で 40 万 ha が 65 歳以上の方に頼っています。先ほどの高齢化の問

題と後継者の問題を考えていくと、気に掛かる数字であります。右側の図は圃場整備を契

機とした組織化・法人化の促進ということです。一昨日審議会企画小委員会があったので

すけれど、そこでも圃場整備をする場合は生産組織を作るとか法人化するとかそういうこ

とを促すような大規模化の方向を基本とすることが確認されました。その一方で、それは

それでいいが、その一方で中山間地の問題をどうするのかという意見も多くでました。人

口が減っていく中で農地を維持しながら農業をやっていこうと思ったら、やはり大規模化

が重要で土地改良事業は生産組織の法人化を射程に入れて行われるようになるかと思われ

ます。 

 

スライド７：（参考６）地域の担い手を育成する基盤整備 

次は地域の担い手を育成する基盤整備ということであります。営農の上で農地に関する問

題とされるのは農地の分散です。単作でなければ、分散していてもかまわないのではない

かと思うこともありますが、分散した農地をまとめることで規模の拡大が果たせるという

意見も多いです。圃場整備をしても担い手がいなければ意味がありません。集落の将来像

を描いたり、組織化・法人化をするためには、人材の育成やリーダーの存在が大きいわけ

ですね。要は人がどれだけ育っているか、育つかというのが重要なのです。最後に社会資

本のところで述べたいと思っていることもその１つです。やる気があるリーダーがいるか、

そしてそれについてく仲間がいるかどうか。それから、それを実現出来る制度枠組みがあ

るかどうかという、幾つかのものが重なっていかないと実際に組織化・法人化のメリット

はいかせない。何が足りないかというチェックリストの意味でこういう図が使われ、地域

における望ましい農業構造の実現のための具体的なスキームを作る参考になればいいと思

います。 

 

スライド８：（参考７）集落営農経営を加速化する基盤整備 

これも経営と基盤整備の関係です。左下に集落営農と水田整備率が示されています。北海

道の水田整備率は高いですが、集落営農の農業集落の割合は低いという特徴が明確にみて

とれます。右側に行きますとハード整備とソフト政策を一緒にやらなければ駄目だよねと

いうことになっています。高齢化とか後継者の問題とか耕作放棄地の問題等々あるわけで

すが、農家が自己完結主義と言いますか、フルセット主義と言いましょうか、全部自分で
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やることを前提としていると、自分でぎりぎりまでやってやれなくなったら止めることに

なります。そういうようなオールオアナッシングの今までのやり方で良いのか、それとも

もっと合理的に、上下分離方式をとる、あるいは耕作放棄をした場合はその土地を譲るな

りして別の人が生産を続けていく。農業に従事している人口は減るかもしれないけれど、

規模は大きくなる。生産基盤の農地を確保出来て自給率もこれ以上下がらなくて済むかも

しれない。農家の自己完結主義よりも、農業生産や運営をもう少しビジネスライクに考え

るやり方も必要ということがもう少し出てこないとちょっと厳しい状態になるのかなとい

う気がしています。ハードを整備したとしてもそれを使いこなす側がどう考えるかという

問題があります。実際に使う人がそのハード整備の期待に合致できるかどうかです。つま

り、何を作るかというところまで指示しながらハード整備がされるわけではなく、作る方

にとっては、ハード整備はしてほしいが、何を作るかは自分で決める。この乖離にどう対

応するかです。 

 

スライド９：（参考８）攻めの農業への転換を支援する基盤整備 

これは基盤整備のなかからわかりやすいものを幾つか集めて載せています。大区画化、水

管理システム、パイプライン化とか、水田の汎用化、畑地のかんがい施設の多目的利用で

すとか、いろいろな例が出ています。このような基盤整備の状況が右側に出ています。 

 

スライド１０：（参考９）安全・安心な食を求める消費者ニーズへの対応 

左側のグラフは、環境に配慮した農産物の生産に当たっての問題点についての農業者の意

識です。問題点として一番多かったのは、労力がかかることとなっています。それはそう

でしょうが、私は環境というのがこれからの農業の追い風になっていくかもしれないと思

っており、それを農業に従事する方はもっと積極的戦略的にとらえてほしいと思います。

例えば病害虫や新手のいろいろな病気と闘いながら、環境と言いますか、安全・安心に配

慮した農産物を生産するにはある程度の規模が必要です。つまりそのような農産物を作る

ために基盤整備が重要である、このような論理展開が考えられます。日本人は健康や安全

にすごく敏感ですから、そのような日本の消費者を満足させるような安全・安心な食べ物

をつくることは、世界的にも日本の食べ物は安全だという評判となります。海外ではその

ような認識がされつつあります。一番要求の高い日本でクリアをすれば世界的にもクリア

できる。そのような農産物で国内だけでなく世界市場にも進出する。そのためには、生産

基盤の規模と整備が必要であると声高に言えるのではないかという気がしています。 

 

スライド１１：（参考１０）農地・農業用水の海外依存と都道府県別食料自給率 

 右の地図では、矢印が示す場所がずれてしまっていますが、北海道の自給率の高さ、東

京、大阪、神奈川の自給率の低さがきわだっているのがわかります。全体的みると北関東

以北の自給率が高く、東海・近畿が低いのが目立ちます。先日の委員会で農地の利用効率
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が地図で示された資料がでました。そこでは、東日本が 79％くらいで、西日本が 120％と

いった数字が出ていました。それだけ見ると北の方は効率が悪いと思いこみます。でも冬

の間に使えないからそのような数値になるわけで、二毛作とか二期作が出来るところは

100%以上の利用効率になるのはあたりまえなのですね。利用効率が悪いと言われている北

方日本の食料の自給率が高く、利用効率が良いと言われているところの自給率の方が低い。

生産性という概念も入れて考えなければ数字だけが一人歩きする。自給率の数値も県別に

呈示する意味はあまりありません。だいたいのトレンドを見るには有用であればいいので

す。この地図をみて自給率の低い県の知事さんが自分のところの自給率を上げようと思っ

て必死になったりするのはいかがなものかと思います。これで訴えたいのは、大都市圏、

とくに首都圏東京の自給率がとくに低く、一桁に過ぎない。しかしそういうところでもの

ごとが決まっていっていいのかということです。 

 

スライド１２：（参考１１）農地ストックの現状 

これは農地面積の推移ですが、だんだん減っていることが明らかです。農地は生産基盤で

すからその面積自体が減っていくというのは、懸念されるべきことです。自給率の低さは

問題であり、そこからも農地面積の減少を放置するわけにはいかないと思います。生産性

だけで対応できるものでも、輸入で対応すればいいというものでもありません。また工場

由来の食品がいくら多くなっても、それで代替できるわけでもありません。農業は製造業

と違うのですから、生産基盤である農地の確保は重要です。しかし現実にはこのように減

ってきているということです。 

 

スライド１３：（参考１２）農業水利ストックの現状 

注目していただきたいのは右の下のグラフです。これは主な公共事業関係費の内訳で平成

17 年度のものです。農業農村整備事業費は 1.2 兆円ですが、その内訳をご覧になってくだ

さい。新設・機能向上は 52.5%で維持更新などが 47.5%です。この割合は明らかに他の公共

事業と違います。つまり維持更新の割合が農業農村の場合はかなり高い。道路整備、治水、

下水道、都市環境整備、住宅対策などは維持更新の割合は 10％程度で、事業費の約９割は

新設・機能向上に使われています。この違いはどこからくるのでしょうか。農業農村整備

というのは戦後食べ物がなかった時代に食料を生産するということで公共事業の中で一番

早く取りかかられたものだったからだと思います。まず人間は生きなければいけないから

食べ物をどうするかというので取りかかったわけです。そうすると早めに取りかかっただ

けに維持更新も早く来てしまう。農業農村整備の中で維持更新の比率はこれからもっと高

くなると思いますが、他の公共事業においても維持更新の割合は高くなる。維持更新をど

うやっていくかというシステムを構築することは、他の公共事業に対しても貢献出来るこ

とかもしれない。ストックマネジメントいう考え方を取り入れ、予防診断、それから素材

の開発、技術の集積等に取り組む。耐用年数ぎりぎりまで使っても新しくするということ
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が出来なくなるので、なるべく寿命を延ばすためにどうするかという意味での維持更新で

す。更新事業という新設の事業ではなくて延ばすという意味の維持更新の意味合いが強く

なってきています。 

 

スライド１４：（参考１３）農業水利ストックと食料の国内生産額との関係 

これは農業水利ストックと食料の国内生産高に対する各都道府県の関係です。多くの都道

府県が生産額では 4％水利ストックでは 1兆円の範囲にあります。北海道はこのグラフの単

位では表せないほどの違いがあります。 

 

スライド１５：（参考１４）ストックマネジメントの必要性 

 これがストックマネジメントの考え方であります。右側をご覧下さい。今までは損傷し

たら対応するという対症療法的手法ですが、今後は定期的な診断と監視が重要になります。

全体を把握しながら部分を見るという体系的な考え方と計画及び維持管理更新工程表が必

要になってきます。 

 

スライド１６：（参考１５）効率的な農業と環境保全の両立 

次は農業と環境保全の両立ということです。用水路をパイプライン化したり排水路部分を

生態系に配慮して作るというスタンスですね。用水路をパイプライン化するというのは効

率的農業と環境保全だけでなく、安全の角度からも重要だと思います。台風の時に用水路

がどうなっているか見に行ってそこで亡くなる方がいらっしゃったり、子供が落ちて溺れ

ることもありますよね。単なる環境保全のためだけではなくてそういう事故防止のために

もパイプライン化することも考えておく必要があると思っています。後でお見せいたしま

すけれど、農作業における死亡事故件数は増加しています。圃場整備をするときにパイプ

ライン化をすることが、環境保全だけでなく、維持面からも安全性からもプラスに作用す

ると思います。実際に何かをするときにはなぜそれが必要なのかと考え幾つかの理由が出

てくると、何かをするということに対しての大きな力になります。 

 

スライド１７：（参考１６）良好な農村景観の保全・創出 

これは良好な農村景観の保全創出を訴えています。私は美しい農村景観の保全や創出を政

策目標にするのは少し違うような気がしています。重要なのは、誇りをもって食べ物を作

ることができ、それが売れることです。そのような農業を営む場あるいは属地空間が結果

として美しい景観となっているのであり、景観を守るというのは手段と目的が違うような

印象を受けています。でもこういう資料が審議会に出て来たので一応ご紹介します。それ

から右側の下に、農村に必要な機能と造形的な調和に配慮した整備の推進が必要と書いて

あります。これもちょっとわからない。明治時代の公共事業は近代技術がないなか苦労し

ながらこれまでの技術や先人の知恵を応用しながら一生懸命作ったものが多く、実践的で
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あると同時に美しい。近代遺産としてその時代を表現する造形だと思います。自然とどう

向き合うか、自然の猛威にどう対抗し、自然の恵みをどう享受するか、そういう自然との

対話が感じられるものが多いです。美しい国と言われてもよくわからないのと同じように

美しいという言葉が一体何をもって美しいのかということです。農村が美しいと言えるの

はそこでは自然と向き合いながら生産が行われているからで、その過程やその結果が全部

その属地空間に充ち満ちているからだと思います。本当にそこで活動が行われており、そ

の活動の場が美しいのであり、景観のための景観づくりではありません。最近は農村景観

に限らず少し本末転倒なことがまかりとおりすぎているような気がしています。 

 

スライド１８：（参考１７）農地の多面的機能の維持 

農地は生産機能だけでなく、さまざまな機能をもっていますがそれがあまり一般には理解

されていないようです。洪水調整や防災機能など、リスクマネジメントの観点からのアプ

ローチがまだあまりされていないのが残念です。しかしここでも注意しておきたいことは、

農地の多面的機能の維持が目的ではなく、農地の生産機能を維持していくと多面的機能も

維持されるということです。 

 

スライド１９：（参考１８）環境への負荷の少ない循環型社会の構築 

環境への付加の少ない循環型社会の構築ということで、審議会ではこういう資料が出され

ました。私が注目したいのは右側のローカルエネルギーとしての農業用水の利用というこ

とであります。再生可能資源である水による発電、発電の場と消費の場の近さ、人工的大

設備でなく自然を利用しながらの小水力発電で土地改良施設の操作に必要な電力が得られ

るというのは、とても魅力的です。 

 

スライド２０：（参考１９）農地・水・環境保全向上対策の導入 

農地・水・環境保全向上の対策ということで、このようになっているわけであります。国

営事業があり、都道府県事業があり、現場に近くなると土地改良区、集落、個人となりま

すが、地域共同の取組がこれまで以上に重要になっていくと思います。 

 

スライド２１：農地・水・環境保全向上施策の仕組み 

 これはソフトの面から見ています。農地・水・環境保全の活動をするにはどうしたらい

いかということであります。合意形成というのは重要で、手間がかかるのですけれども、

ひとたび合意が形成されると力強い味方になって参加してくれることになります。左下の

ところにどういうアクターがあるかが書いてあります。農業者はもちろんですが、消防団、

学校 PTA、NPO、地域住民、自治会、水土里ネット、それから都市住民、もっとあると思い

ます。これがいつも全部出そろいこういう輪になっているとは限らず、地域によっていろ

いろなバラエティがあると思いますが、重要なのは、農業者だけで全部やるのではなく応
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援団を作り上げようということです。応援団の中でとりわけ強い応援団になる可能性を秘

めているのが子供です。子供たちが食べ物がどうやって自分の食卓に上ってくるのかとい

うところに思いを馳せ始めることが鍵です。最初が肝心です。ある程度大きくなって食べ

物を粗末にしちゃ駄目よと言葉だけで言われても身に付いていないわけです。だけど子供

の時に体験的に理解したことは忘れない。例えば田植えを経験し、稲刈りも経験する。も

ちろんその間も折に触れて観察する。１年間かけてどういうふうに食べ物が出来るかとい

うことを実感させる。最初から最後までの行程も長い。工場のように生産スピードを変え

ることはできない。ひょっとしたら虫にやられてしまうかもしれない。台風で倒れてしま

うかもしれない。リスクも結構大きい。そういうのを経てやっと自分の食卓に届くんだと

いうことを知るのは、生きる基本だと思います。それをやっておくのとおかないので全然

違うと思うんですね。これから地球温暖化や食糧危機が指摘されているなか、自分が食べ

ているものは一体どういうふうに作られ自分の食卓に届くのか。ある意味で別の生命を奪

いながら生きていくわけですから、そういうことも教育する必要があるのかと思っていま

す。でもね、そういうことを申し上げると農水省の方はそうですと賛同して下さいますが、

でも教育は文部科学省の管轄で、文部科学省では環境関連は環境省だと言って、みんなそ

れを他のところに投げるんです。制度に期待しても管轄の問題に明け暮れるだけなのです

ね。ですから、自分たちでできる範囲でとにかく現場でやっていくしかありません。例え

ば環境教育に熱心な教師がいる小学校を卒業した子供とそうじゃなくて受験勉強だけやっ

ているようなところの子供では全然違います。現場で出来ることから出来ることをやって

いくということが重要だと思います。子供の生きる力を引き出しているという自信と確信

を持ってやっていただけたらと、本当に私はそう思います。子供の教育というのは偏差値

を上げることだけではなくて、自分はどうやって生きていくかということを、食べ物をゲ

ットするという人間の基本のところから教育することが重要だと思っています。 

 

スライド２２：農作業による死亡事故件数 

農作業による死亡事故件数が増えているのではないかと思い、農水省にお願いして作っ

ていただいた表です。実際に増えているのを見てちょっとショックでした。農業者や農地

が減っている状況なのに、事故件数が増えているのはどうしてなんだろうと考え込んでし

まいました。下の赤線のグラフは 70 歳以上ですが、高齢者の事故率が高くなっていること

がわかります。また機械化も省力化の反面、事故にもつながる危険もあるのですね。若く

ても新規参入者や経験が少ない場合、機械の扱いに慣れていないので危ないということが、

最近教え子の経験からわかりました。彼は妻の実家の農家の田植えを手伝いに行って、お

爺さまからどうやったらよいかを習って意気揚々と田植機にのったのですが、あぜ道から

田んぼに下りる時に転倒しそうになって危うく下敷きになりそうだったと言っておりまし

た。機械化で誰でも出来るようになっているかもしれないけれど、微妙なところの扱い方

などは経験によるものも大きいのですね。機械をなめてしまうと失敗が起こる、多分そう
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いう事故も結構多いのではないかと言っていました。新規就農だけでなく、機械化・技術

化のやり方が変わりそれに追いつかない場合、マニュアル通りに動かせない場合など、事

故の危険はあり、だから事故件数が増えているのかと推し量っています。いずれにしても

事故件数がこのように増加している事実はもっときちんと受け止め、対応すべきことだと

思っています。 

 

スライド２３：（参考２１）農業と関連産業の連携 

次は農業と関連産業であります。農林水産業自体は約 12 兆円ですが、食品産業は約 92 兆

円で、両方で 104 兆円、全産業 931 兆円の 11％です。最近気になっているのは、健康食品

やサプリメントなどが２兆円規模になっていることです。健康指向やダイエットへの関心

は増大する一方ですが、食品素材や食べ方への基本にたちもどるのではなく、手軽な方法

に頼るのはあまり健全ではないと思っています。 

 

スライド２４：農業と関連産業の連携 

 これも農業と関連産業の関係です。基盤整備が生産性の向上につながり、それが経営の

安定にもつながることや、川上と川下でどうなっているかということで、例をだして説明

しています。 

 

スライド２５：（参考２２）地域の自主性・自立性を引き出す多様な支援手法の検討 

地域の自主性・自立性を引き出す多様な支援手法の検討とありますが、基本は人材の問題

です。市町村合併は行財政基盤の強化のためとされますが、では合併したら自治体が強く

なるので自治体に任せればいいのかというとそうではないのです。自治体としては広域化

するので現場からは遠くなります。ですから現場が自立をしないといけない。当事者意識

を持って現場に向き合う、そういう人材がどのくらいいるか、いかに育てるかということ

がこれからの地域の競争を制していく。競争というと他者を意識するので、競争というよ

りは、地域の活力や自立を強化するという表現の方が適切かもしれません。 

 

スライド２６：（参考２３）農業を核とした地域振興のイメージ 

これが地域振興のイメージです。今までのポイントをまとめるとこういうイメージになる

ということですね。 

 

スライド２７：（参考２４）課題と施策の展開方向 

最後は課題と施策の展開方向ということで、これからどうなるか、どうするかということ

です。左の列が現実。人口減少、財政制約、社会資本整備投資余力の減少、集落機能の脆

弱化などネガティブなものもありますが、その一方で農村への期待の高まりというポジテ

ィブなものもあります。真ん中が、このような現実から農業農村の課題は何かということ



 - 11 -

が並べられています。農業経営、農地や水などの資源、農村地域の３本柱で、それぞれの

課題が示されています。その課題に対応する施策が右側にでています。 

以上が「新たな時代の農業農村整備のあり方」ということで審議会の企画小委員会が報告

書としてまとめたものから資料の図をもとにお話いたしました。これでパワーポイントを

使った説明を終わらせていただいて、パート２と３に行きたいと思いますので、ちょっと

移動させていただきます。 

 

II 行政改革と公共事業 

１．行政改革推進法 

パート２は行政改革と公共事業についてです。まず行政改革推進法からご説明したいと思

います。平成 17 年 12 月 24 日に行政改革の重要方針というのが閣議決定をされました。行

政改革推進法はこれをほとんどそのまま受けた法律でありまして、平成 18 年 6 月に施行さ

れました。土地改良事業にどのような影響があるかと言いますと、特別会計です。31 の特

別会計を廃止・統合をしていくということになり、土地改良事業の特別会計は一般会計と

統合されることになりました。それがもっとも直接的インパクトがある変更です。土地改

良事業の特別会計は他の特別会計とは性格が異なっているのですが、特別会計という１つ

の枠の中で処理されてしまうのですね。土地改良事業とは何かが一般的にも社会的にもあ

まり理解されていないように思われます。昔は農水系の族議員の方々がいろいろやってい

たかもしれませんけれども、今は農業農村にお金を使うことは都市住民が稼いだお金をそ

こに回すのは良くないとか、そういう変なロジックがまかり通っているので、何となく守

りの姿勢になっているのかもしれません。食料生産基盤という根本的な事業で、他とは違

う重要性があるということをあまり言えないまま行政改革の波の中に囚われてしまいまし

た。この行革法に対しては、各方面もいろいろ文句があるようですが、決まってしまった

ものはやるしかないとなっています。それはそうでしょうが、それでいいのでしょうか。 

 

２．改革のイデオロギー 

改革、改革といっていろいろ変えようとしていますが、改革の哲学がよくわからない。

改革はけっこうですが、改革のイデオロギーは何なのでしょうか。イデオロギーというと

何だか怖そうですが、ひらたく言えば、何のために改革をするのか、改革をすることでど

のような国家や社会を目指しているのか、ということです。改革は何か目的を実現するた

めに行うわけで、改革そのものは目的とはなりえません。 

前の政権では、小さくて効率の良い政府というのが決まり文句になっていました。では、

小さくて効率が良い政府って一体何でしょうか。もっと言えば、小さくて効率の良い政府

を実現するために改革が必要なのでしょうか。それってわかったようなわからないような

話ですよね。実は何かを実現するために小さくて効率の良い政府が必要なわけであって、

小さくて効率の良い政府を実現するために国民生活が犠牲になるというのはなんかおかし
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い話です。小さな政府というのはサッチャー政権の改革が成功したとされるから、いろん

なところが真似しているわけでありますけれども、そういう小さな政府ではなくてもう少

し違った見方で改革の哲学があることを示したのがカナダです。先ほどご紹介いただきま

した本の中にカナダの財政再建と行政改革について書いたものがありますので、詳細はそ

ちらにまかせポイントをご説明したいと思います。 

カナダは財政再建に成功して、それも４年で赤字を克服しました。今や先進国で唯一の

財政黒字国です。財政黒字の状態は７年も８年も続いていますので、帳簿上の計算で財政

黒字になったのではなくて体質を改善して財政黒字になったことがわかります。それをず

っと続けているわけですね。これは単に目の前のことを変えたのではなく、哲学があった

ということです。カナダが改革の目標においたのは何かというと、強い経済と安心出来る

社会です。Strong Economy, Secure Society と英語ではそういわれているんですが、強い

経済と安心出来る社会です。これって何かイメージ、それぞれがイメージ出来るでしょう。

強い経済って何かというと地域経済が強い、あるいは自動車産業や IT 産業など花形産業が

好調である、あるいは雇用状況がいい、給料や賃金が上がったなど、いろいろな内容があ

るけれどとにかく強い経済はイメージは出来る。安心出来る社会というのも、それぞれ安

心の概念が違うけれども自分なりにこういうのが安心出来る社会というイメージは出来ま

すよね。そういう国、そういう社会を目指すのだと、国民にはわかりやすいメッセージで

す。ちょっと嫌みを言えば美しい国と言われてもわからないでしょう。美しいという形容

詞は全然駄目です。同じ形容詞でも、強い、安心な、という形容詞は、いろいろな解釈が

あっても概念を把握できます。とにかくカナダは、強い経済と安心出来る社会を目標に据

え、これを実現するためには赤字まみれの財政を脱しないといけない、つまり財政再建が

必要であると明確に示します。では財政再建をするためにはどうしたら良いかということ

で、次にその戦略を考えます。つまりロジックがつながっているわけです。目的と手段が

混同しないように、抽象度と具体度の違うロジックのつながりをチェックすることが重要

なのです。私は学生に教えるときに、これを「抽象の階段」と呼んで説明していますが、

改革も同様で、確かな構想と現実の間を行き来しながら、制度を考えるべきなのです。 

強い経済と安心出来る社会というのは一見相容れないように思われます。例えば強い経

済というと、プロビジネス、新自由主義、小さな政府論と関連し、安心社会というのは左

派的、社民主義、福祉国家論と関連するように思われるからです。しかし英国ブレア政権

の第３の道みたいなものは、この双方を両立させようとしているわけです。強い経済と安

心出来る社会という２つの柱を結びつけているのは人です。人。人材。人をどう育てるか

ということなのですね。ブレアも再選されたときのスピーチで、education、education、

education、と力強く３度繰り返しましたね。カナダは天然資源が豊かで、資源の切り売り

でも十分に生きていける国ですが、そのような国でも人材の重要性を強く認識しさまざま

な側面から国民の潜在力を育てようとしているのです。強い経済を支えるのも人、人が育

てば安心出来る社会にもなる。直線的に言ってしまえば、人がタックスペイアになるのか、
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タックスイーターになるのか。タックスイーターというのは税を払うのでなく、公的給付

に依存することです。ウェルフェア・ピープルと呼ばれることもあります。タックスペイ

アになるということはある程度の所得があるということなので、そういう人は経済活動の

なかにいる。経済が強ければタックスペイアがたくさん増えるということです。そうする

とそのタックスによって安心のネット、セイフティネットが張れる。ネットがあれば、失

敗してもそのネットで受け止めるので、安心してチャレンジができる。強い経済と安心出

来る社会を国民の視点から考えているのですね。国民の目線で何が必要かというのを考え

ながら政策にしていく。これはカナダの特徴です。羨ましい気がします。 

カナダの財政再建は、増税なき財政再建、つまり歳出削減を手法としました。歳出を削

減するので、結果としては政府支出が小さくなるいわゆる小さな政府にはなりましたが、

小さな政府を目的にしていたわけではありません。小さな政府を目指すのではなくて、目

指していたのは、先ほど申し上げた強い経済と安心社会、そのためには政府財政は健全化

しなくてはいけない、つまりアフォーダブルな政府にならなくてはいけないということで

した。アフォーダブルというのは自分で賄える、自分でマネージできるということです。

これは政府として何をするか、逆に言えば政府でしかできないことは何か、ということを

突き詰めて考えることになりました。政府の役割の再定義です。繰り返しになりますが、

小さな政府というのは小さくなること自体が目的になります。そうではなくて何かをして

いくためにシェープアップをしなくてはいけない。何かをというのがあるかないかの大違

いです。その何かというのがカナダの場合は強い経済と安心社会の実現で、そのために人

に焦点をあてた政策をターゲットがぶれないまま体系的に実行しているわけです。すっき

りとわかりやすい改革です。 

日本の場合は、改革、改革と言われていますが、断片的です。全体像が体系的に示され

ないのは、改革のイデオロギーがないからだと思います。公共事業悪玉論、小さな政府信

奉。小さな政府と言いながらその一方で増税を考えている。論理破綻をして、言葉だけが

飛び交ってようです。この国をこういう国にしたいから改革が必要で、改革の先にあるイ

メージはこういうものであるというか、そういうものを国民に示さないで閣議決定や法律

などでいろんなことが決まっていく。それは全部国民に痛みを強いることになります。痛

みに耐えてもらわないといけないと言われ続けてもう何年になるのでしょうか。最初は痛

いと思っていたのが痛みに鈍感になってしまったのか、これから本当の痛みがくるのかわ

からない状態です。痛みに耐えたら良くなるのかもよくわからない。カナダはあっという

間に外科手術して３年で治ってしまったという感じですね。日本は痛いぞ痛いぞと言われ

ながらもう５年ちょっとですよね。それで状況は良くなっているのでしょうか。改革のイ

デオロギーをはっきり持たない以上、改革というのは目先の対症療法的なものになってい

くということになります。粗い議論のまま政策や制度の変更がされ、また誰が政権のメン

バーになるかで簡単に違ってくるわけです。ですから、私はあまり一喜一憂されないよう

にと皆さんに申し上げたいと思います。東京で何が決定されて権力闘争の中でどういうも
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のが出てくるかということに一喜一憂するのではなくて、現場で自分が出来ることで必要

なことをやっていく。政府に信念がないのであれば、現場で信念を持って自分ができるこ

とをやっていった方が良いと思っています。改革のイデオロギーがない日本でも、時代状

況の変化への対応は必要なのですから、その変化をもっとも直截的に感じられる現場で対

応することが大切だと思います。 

 

３．東京問題 

次に申し上げたいのは東京問題です。東京への一極集中はかなり昔から問題にされていて、

1993 年に国会が地方分権決議を行いました。東京一極集中を是正するために地方分権をと

いう決議です。あれからもう十数年経ち、地方分権一括法も制定施行されました。それで

東京一極集中は少し是正されたかというとそうではなく、益々加速しています。日本の富

を作り出しているのは東京だなどとアロガントなことを平気で言います。それは日本にと

ってよくないことです。なぜなら、国土の問題、農地の問題、水の問題、エネルギーの問

題、食料の問題、どれをとっても東京以外の地域が深く関わっているのに、巨大な消費都

市にしか過ぎない東京でこういう問題が決定をされていく。現場を知らない人たちが決定

していくことが問題だと思います。 

東京は首都だから政治権力が集中しています。首都に政治権力が集中するのはどの国でも

同じです。東京の問題は、政治権力だけなく行政権力も集中し、さらには企業の本社、教

育機関、マスコミも集中している。そうなると、東京とそれ以外、という構図になる。東

京も日本を構成する一つの地域であるにもかかわらず、東京と地方となる。これが国と地

方と重なる。東京という場に、政治、行政、経済、文化などが集中、その集中がさらに集

中に拍車をかけ、まるで日本が東京を頂点とするようなピラミッド構造になる。価値の創

造が東京で行われるようになると、地方の文化は衰退の危機に瀕する。秋葉原に行ってみ

たいとか、表参道や渋谷に行ってみたいというのは、好奇心や買い物だと思いますが、心

配なのは、若い世代が自分が育った地域に誇りや愛着がもてなくなることです。 

地方財政の問題はもう国と地方の問題ではありません。東京とそれ以外の問題になってい

ます。それはなぜかと言うと東京の財政力が東京以外の地域とは比較にならないほど強い

からです。その強さはどこから来るかと言うと法人税です。企業の本社は東京に集中をし

ています。サッポロビールの本社は札幌でしょうか。東京ですか。トヨタの本社も昔は豊

田にありましたが、今は東京です。企業が創業の地を離れて東京に本社を置くわけです。

ヨーロッパやアメリカでは考えられないことですね。創業の地は企業にとって本当に本社

なのです。工場はあちこちに展開しそこには残らないかもしれないけれど、ヘッドクォー

ターは創業の地に残すわけですね。日本では企業本社が創業の地を離れて東京に集まる。

それも都心３区、千代田区・港区・中央区に集まっていて、法人税はもう突出しているわ

けですね。企業にやっぱり創業地に本社を戻してということを政府は言えません。私的な

経済活動における企業の行動に口は挟めません。企業本社が東京に集まることを阻止出来
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ないのであればそこで払った税金は国家的視野から管理をしてほしいということです。そ

うでないと東京一人勝ちが突出していきます。 

私が一番心配するのは東京のものの考え方が日本のものの考え方になることです。東京に

いる人たちが地方にお金を使わなくて良いと考える。自分たちが稼いたお金なんだから自

分たちのために使えばよいと考える。地方に高速道路や道路をつくってもキツネかクマし

か通っていないとか、無駄であるとか、整備新幹線はいらないとか、よくそういうふうに

言われるのを聞いて、モビリティの確保が経済活動の基本インフラであることにすら思い

が至らないことを感じました。東京で暮らしているとそう思うことはあるかもしれません

が、国家を見渡すべき人たちがそれに迎合するのはどうかと思います。不便がイヤなら東

京に来ればいいという経済学者もいます。そういうことを平気で言うのですね。 

北海道は大きいのですから、交通網がもう少し整備されなければ、スケールの大きさのメ

リットを活かせないように思います。高速道路網もそうですけど、例えば日勝峠にトンネ

ルが出来れば流通も円滑になり、生産した作物をもっと移出できる。寒冷地の積雪地域で

は、対面交通や峠道は非常に危険ですが、東京での考え方ではその危険はわからない。地

方にお金をまわすのは無駄と言い切る人たちが東京にいて、それをそうだと増長する雰囲

気があって、そうだねと政府が言う、というのが一番問題だと思っています。東京こそあ

れだけ企業本社があり民間活力に満ちているのであれば、民間が頑張ればいいわけで、公

共投資のお金は他の地域に回せばいいと思うのですが、それだけの人口、それだけの富や

財産を守るためにと必要と、かなりの額が首都圏で使われているのが現状です。 

人口の３割が住んでいるからと言われますが、人口の７割は東京以外です。面積から言え

ば、国土の９割が東京以外の地域です。東京中心にものを考えるのではなく、東京以外に

眼を向けることこそ、今ほど求められているときはないのではないかと思っています。行

政改革も公共事業も、東京問題を克服すべく、日本全体を見渡すような、そういう視点が

必要です。東京がだんだん非寛容になっているのを感じます。オリンピックに名乗りをあ

げたり、イベントを開催したり、減税したり、お金が有り余っていることがよくわかりま

す。しかし東京以外の地方財政の現実は本当に厳しい。東京に怨嗟の眼が向けられる前に、

政府が財政調整に乗り出さなければ、日本社会に亀裂が入ると杞憂しています。これは問

題提起です。 

 

III 社会資本整備、特に農業農村整備への新しいアプローチ 

１．飽食日本の食糧自給率 

 では３番目のパートである社会資本整備、特に農業農村整備の新しいアプローチに移り

たいと思います。まず最初に飽食日本の食糧自給率についてです。わざわざ飽食日本のと

つけたのは意味があります。食糧自給率が 40%なのはご案内の通りですが、食料廃棄率が相

当高いのをご存知ですか。捨てている食料の多さ。飢餓日本の食糧自給率というと 40%とい

うのが実感的によくわかるのですが、飽食日本で食糧自給率が低いというのは、真面目に



 - 16 -

考えなければいけないことが多いわけですね。有り余る食べ物、廃棄する多さ。自給率は

低い。ではどこから食料が来るのか。世界中のいろいろなところから集めてきている。捨

てているというのは必要以上に集めてきているわけですよね。自給率の低さは、食糧安全

保障の観点から問題だとされる一方で、商業主義では輸入すればいいとなります。でも自

給率とともに捨てられている食品の意味も考えておくべきだと思っています。食料の大半

を輸入に依存しながら一方で多くの食品を捨てている。これ世界的に見ると日本ってなん

て国だろうということです。まだ飢餓で死ぬ人が世界には少なくない。そういう中でいろ

いろなものを、言葉は悪いですが、買いあさって、それで捨てている。自給しているのは

40%に過ぎない。なんかすごく変な国というか、不遜な国と思われているのではないかと危

惧します。別に他国の人からどう思われても構わないのかもしれませんが、そういうこと

に対して歯止めが掛からないというのが一番心配です。先ほど子供に食べ物がどうやって

食卓に乗ってきたかというのを教えて欲しいと申し上げたのは、こういう意味においても、

ほんの些細な一歩かもしれませんけれどとっても重要なことだと思うからです。 

食品の廃棄が多いという現実に対応して５年くらい前に食品リサイクル法というのが出

来ました。でもこれは何をするかというと、食品廃棄物を 10%減らすというだけの話なんで

すね。根本的に捨てないようにしようということではなくて、廃棄物を減らしてねという

ことです。対症療法ですね。なぜ捨てるようになるのかということを考えた対応ではなく

て、捨てる量を減らしなさいという、まだそういう状態です。廃棄を何%減というのを業者

に義務づけただけで、食べ物を大切にしようということではないのですね。今や世界的な

日本語になっているもったいないという意識がなくなっているのが飽食日本なのです。 

食品の値段が安いのも飽食日本の食料破棄率に関係しているのではないかと思っていま

す。食品の価格が安いのは買う方としては助かりますが、日本の食品の値段って安すぎる

と思います。だってあるものを作るのにどれだけの時間とどれだけのエネルギーが掛かっ

ているのかを考えるとそんなに安くは作れないと思うのです。しかしとにかく安く手に入

る。安く手に入るとどうなるかというと、結局食べ過ぎてメタボリック症候群になるか捨

てるかどっちかになりやすい。ものを大切にという感覚がもちにくい。皆さん高いものを

買ったとき大切にしますよね。安いものを買ったときって大切にしませんよね。別に食品

の値段を上げろといっているわけではありません。そういうことではないのですが、食料

品の価格がある程度高いというのはそれを作っている人たちの生活も含めて、それを社会

全体で支えているんだというそういう考え方がどうもないような気がします。安ければい

いのだということしかなくて、作り手に対して思いを馳せることが出来ないということが

飽食日本の食糧自給率と食料廃棄率に表れているのかなという気がしています。 

 

２．「食」とライフスタイル 

食とライフスタイルということで考えてみたいと思います。農業農村整備には都市住民

や市場至上主義者からは冷たい眼が向けられています。また農業農村整備への公共投資が
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食糧自給率の向上に直結していないのも事実であります。作る場である農地を確保したり

整備したりすることは必要ですが、何を作ってどうやって売るのかは、農業している方は

プライベートアクターですから自分が決めるわけです。重要だと思うのは、食べるものを

作っているのだという誇りがもてることと、誇りだけでは生きていけないので、作ったも

のが売れるという経済的アウトプットがあることです。それを射程に入れながら、生産の

場である農地をいかに整備するかということを考えていかないと、ボタンの掛け違いのよ

うな状態になります。 

生産者にとっても、消費者にとっても、「食」とライフスタイルという視点は重要で、両

者を結びつけるものでもあります。生産者が食べ物を作るという誇りをもつことができ、

消費者は作り手に思いを馳せることで「食」をめぐるサイクルができる。農産物は自動車

みたいな工場製造品と違うので、生産工程の調整をしたりいろんなことを人為的に変える

ことはあまり出来ない。製造業と同じような考え方で農業を考えるとことに違和感を覚え

ます。そのうち食べているものは工場由来のものになりサプリメントや宇宙食のようなも

のになっていくのでしょうか。農業を製造業と同じようなロジックで考えることも、競争

原理や市場主義を錦の御旗とするのも、ものづくりよりも利潤至上主義で投資よりも投機

が横行するのも、農業が軽視される傾向に拍車をかけます。人間が生きていく基本である

食糧を生産する農業にその誇りをもたせないような社会にはなってほしくありません。食

べ物に対する誇りを作り手の方もそれから食べる方も、消費者の方も持てるような、そう

いうライフスタイルというか、そういう社会になって欲しいと思っています。 

消費者は健康への関心はすごくあります。最近問題となった捏造もダイエットと言うと

すぐにそれを実行する人が多いから増長するわけですね。やせるとか体にいいと言われて

関心をもつだけで、実は知識はあまりない。健康志向だけれど素材で食べない。健康志向

でサプリメントに頼る。本当に健康なものは何かと言うと素材だと思います。それも生産

から消費までの時間が短く、調理の行程をあまり多く踏まないでなるべく素に近い状態で

食べるものではないでしょうか。新鮮というのはとても重要な価値になってくると思いま

す。旬のもの、という感覚もとりもどしたいと思います。素材をあまりグチャグチャ触ら

ないでおいしく食べるには、逆に手間はかかる場合もあります。食べるという行為にも、

さらには食材にも関心を持てるようなシステムになれば、健康への関心ももう少し正しい

方向に行くのではないかという気がしています。 

日常生活で食べることに時間をかけない人や食べ物に関心がない人が多くなってきてい

るのではないでしょうか。そういう人たちは、食材がどのようなものかどこから来ようが

添加物が多いかなどには関心がなく、口当たりがよく簡単に食べられればそれでいいので

すね。ファーストフードの世界です。そのような人たちが増えていくと自給率も下がって

いくでしょうし、日本人の健康も悪くなっていくような気がしています。先ほどの維持更

新のところで日常的に予防診断した方が良いですよと申し上げましたけど、食べ物もそう

で健康でいようと思ったら日常の食べ物に気をつけて暮らしていくことが重要なのですけ
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れど、そういうことを軽視する風潮が気になっています。食とライフスタイルというのは

政策的には難しいのかもしれませんけれども、買えればそれでいい、つまり自給率は別に

関係ない、ということに簡単につながっていく土壌のようなものがあることには、もう少

し注意を払う必要があると思っています。これは危機管理の面からも重要です。 

 

３．第一次産業と「第四次産業」 

 次は、第一次産業と第四次産業ということです。産業革命で工業化がはたされ、第一次

産業から第二次産業に、農業社会から工業社会に重心が移行しました。第二期産業革命で

サービス業が主力産業となりました。第一次産業から第二次産業に、そして第三次産業へ

と、近代化とともに移っていきました。これと足並みを揃えるように人間性が薄れていっ

ています。人間が機械化するというか、部品化といってもいいかもしれません。癒し系と

いう言葉が違和感なく受け入れられるのは、このような状況があるからだと思います。私

が第四次産業と名付けたのは、人間回復の産業です。人間性を回復するときに何をするか

と言うと、自然と接することが多いです。ガーデニングや家庭菜園など土いじりが人気で

す。農業をやっている方にとっては第一次産業としての農業、つまりプロの農家ですが、

週末は土いじりをしたいとか、定年退職後は田舎に行って畑を耕して暮らしたいとか、そ

う思っている人が多くなっている。都会はストレスに溢れ、疲れ果ててしまって、自然の

中で人間らしい暮らしをしたいと思うのですね。土と水、木々というのは人間回復の基本

かもしれません。今の世の中は拝金主義がまかりとおっています。お金で何でも買えると

か、投資ではなく投機をする、働くのではなくマネーゲームをする、情報操作をしてお金

を稼ぐ。現実の世界よりも仮想空間の中で生きている。人間が人間らしくなくなってきて

いるのがどんどん加速している。これで良いのか、なんか変だと思っている人がいる。そ

ういう人たちが今度はリアル空間、現実空間の中に戻ってその現実空間もなるべく水と土

があるところに戻っていこうとしている。いわば第四次産業としての意味で農業が注目を

されているわけであります。でもこれは農業の業として成り立つかどうかと言うと、それ

は難しい。だから、第一次産業としての農業をしっかりテコ入れをしながら、且つ第四次

産業の農というのをある意味で人間の癒し産業みたいな感じでとらえることが出来るので

はないかと思っています。この２つを別に考えながら、しかしそれをどこかで結びつける

ということがこれから求められると思います。例えば耕作放棄地が本土では多いのですが、

農地を確保することが、積極的に増やせなくとも少なくとも減らさないということが確保

の最大の目的だとすると、その耕作放棄地を使わせてほしいというような第四次産業的な

農業参入希望者がいるとすると、嫌がらないで使わせてあげるようにする。何が重要かと

いうプライオリティをつけていくと、農地を減らすことは食糧自給率にもっとも関係があ

るので、農地面積は確保しなくてはいけない。しかし現実は耕作放棄地は増えている。だ

けど農業参入希望者はある程度いる。これらをリンクさせて、農業をいい循環にのせると

ともに、農業のステイタスを上げることが重要だと思います。北海道は、第一次産業とし
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ての農業が規模的にも経営的にもできていて、離農者はいても耕作放棄地にならず営農者

の農地の拡大になるということですので、この問題はないと思います。放棄地が増えてい

る本土や、それから中山間地では山が下りてくると言われるほどになりつつあるので、こ

のような観点から見ていく必要もあるのではと思っています。第四次産業は人間回復の産

業と申し上げましたが、そこにはカウンセリングや宗教、教育も入ります。でも実際に労

働をして何か作物を作ること、実際に自分の体を動かし別の生命の営みを経験するという

のは本当の人間回復につながるのではと思っています。 

 

４．An Inconvenient Truth （不都合な真実） 

An Inconvenient Truth、日本語では不都合な真実と訳しますが、これは、アル・ゴア元

副大統領が地球温暖化への警鐘を込めてあちこちで行った講演をまとめた映画です。大統

領選で負けたかどうかもはっきりせず司法が介入するような状態で、結局ブッシュが大統

領になり政界から身を引いたゴアです。映画でも述べていますが、しばらくは葛藤や失望

やストレスでつらい時期があったが地球温暖化問題に取り組むようになり、世界中にこの

問題の深刻さを伝え対応を促す活動を始めたそうです。私はこの映画を夏にカナダで見て

感激しました。伝えたいことがありそれを伝えようとしている映画なんですね。温暖化す

るとどうなるかというシミュレーションをしたり、いろいろな統計をグラフ化して説明し

ています。印象に残ったのはこれまでは数世紀のタイムスパンで変化してきたものが、最

近は 10 年スパンで変化していることでした。変化のスピードが異常といえるほど加速して

いるのです。このまま放っておいたら本当に破壊的破滅的な状況になるということで、現

在すでに起こっているいろいろな例をだして警鐘を鳴らしています。例えば、干ばつが起

こっている隣で洪水が起こっている。今まで起こらなかったことが急に大規模に起こる。

映像で見せるので説得力がありました。 

私はこの映画を見ながら、日本のことを考えました。淡水資源の問題が世界ではすでに

重要課題になっており今後ますます水の取り合いになるけれど、日本はモンスーン地帯の

島国であることで恵まれているが、この問題はどうなのか。海面上昇しても日本は脊梁山

脈があるので全部沈むことはないけれど、東京臨海部や平地はどうなるのか。日本は南北

に長い列島なので、温暖化により作物の適正なラインが北上していくことになるのか。最

近聞いたお話ですけど北海道のお米がすごく人気がでてきたそうですね。稲作の適正地が

北上しているということらしいですが、おいしいお米を北海道が作り始め市場に出したこ

とも大きいのですよね。昔は、申し訳ない言い方ですが、安いだけでおいしくなかったの

が、とてもおいしいお米を作るようになった。きらら 397 の他、ほしのゆめ、ななつぼし、

おぼろづき、名前合っています？ そういうお米がおいしいと評判になっているというこ

とでした。おぼろづきが一番おいしいという話も聞きましたが、どっちにしても北海道の

お米は結構人気がでてきたということを知って、嬉しい驚きでした。 

お米は主食ですけれど、ある意味で嗜好品みたいになっているのをご存知ですか。東京
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のある店ではコーヒーや紅茶みたいにガラスの器にお米が品種と産地ごとにそれぞれ入っ

ていて、好きなものを量り売りで買えるようになっているそうです。お米の食べ比べがで

きるし、自分の好きなお米を、産地と品種を知りながら、見つけることができます。主食

はそういうものではないと嘆く人もいますけれど、おもしろいじゃないと思う人もいるの

ですね。お米はお米でもどこの米でそのように出来てというある意味でゲーム感覚であそ

この何とかがおいしいとか、きらら 397 がおいしいとか、知らない人には、知らないの？

と迫れば、みんな知ろうとする。そういうところに北海道のお米がどんどん参入するって

誰も考えていなかったわけです。多分ブラインドで食べてみておいしいと言われたわけで

しょう。本当においしいわけですよね。それはいろんな努力の結果そういう結果がでたの

だと思うのですが、温暖化も追い風になるかもしれない。もっと適正にお米の生産地にな

るかもしれない。温暖化が寒冷地にとってはある意味で耕作の追い風かもしれない。でも

逆に寒冷地で雪が降るから淡水資源の問題はあまりなかったのに雪が少なくなったらどう

か、今までやってきた病害虫対策とは異なる対応が迫られるかもしれない。いずれにして

も北海道にとって温暖化はどういう影響があるかというのを少し考えておくとよいのでは

と思っています。 

 

５．社会資本 

最後は社会資本ということであります。社会資本と言うとインフラの整備が想像されがち

ですが、私の研究分野では社会資本ソーシャルキャピタルとは社会を支える人的基盤のこ

とです。それは経済活動の中ですごい才能を発揮して寵児となるような人というのではな

く、地域社会に溶け込んで暮らしている人材・人的資源、人と人をつなぐ信頼のネットワ

ークのことであります。自分だけよければよいということではなく、自分が属している一

定の地域社会でなるべくみんなが幸福に暮らせるように、信頼や連帯で相互に支えていく

という意味では、本当の意味でのソーシャルネット、地域ソーシャルネットのコアになり

ます。それはそのような人材が何人もいることでネットが張れるという意味です。社会福

祉という意味のソーシャルネットとは少し違います。 

社会資本には、ソーシャルキャピタルという人的資源とそれから今までのそう言われてき

たインフラの両方を含むと考えていいと思います。いくらソーシャルキャピタルが重要だ

と言ったとしてもただ気持ちだけでソーシャルキャピタルになれるわけではありません。

ある程度その地で何が必要とされているか、そういう情報をもちそれに対応できる技術を

持っていることが重要です。それによりインボルブできます。技術者というのは技術を持

っているのでそれが役立つ現場があって、そしてそれをそのために役立てたいという意思

があれば、ものすごいソーシャルキャピタルだと思うんですね。実際に何かを作るとか、

いわゆるハードの部分のソーシャルキャピタルの整備をするのも技術者なのですけど、そ

の技術者がソーシャルキャピタル化をしてほしい。公共のため、公共というのはパブリッ

クという意味だけでなくコモンつまり共通でもあり、その為に自分たちができることをや
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る。わかってくれない人が多くても自分がやっていることは重要なのだとわかってもらえ

るように説明をする。これはなかなか大変なのですけどそうすることによって仲間が増え

る。共感する人が増えるとネットワークができる。そうするとソーシャルキャピタルのネ

ットが張れる。 

技術者の皆さんは、社会基盤という意味とソーシャルキャピタルという意味での社会資本

のインターフェースになれる重要な位置にいらっしゃると思います。私は技術も何もない

のでこうやって説明するだけですけど、実際に現場をわかっていて何が必要かどうすれば

いいのかを把握しそれを可能にする技術がある。そういう方というのは本当に社会資本で、

その地域社会のコアとなりネットワークを形成できる。ハードとソフトを繋ぐインターフ

ェース。実際に両方出来それを繋ぐ。技術と知識とそういう意思とあと感性を備えれば本

当に素晴らしい社会なり国になることに多大な貢献をすると思っています。私はそういう

意味で農業農村整備におけるソーシャルキャピタルの重要性を具現できる皆さんにエール

を送りたいと思います。 

政策には人間の視点が欠けているものも多く、こういう政策が必要だと一方的に強調され

ます。でも誇りと自信を持って仕事が出来るような社会になってほしいと思いますし、そ

のような社会となるようにすることが政府の役割であると思っています。審議会や委員会

で発言の機会があるときは、微力ですがそういうことはきっちり言っていきたいと思って

います。私、とても早口なのでゆっくりしゃべるようにと心がけていたのですけど、お伝

えしたいことがたくさんあってやはり早口になってしまいました。１時間半お付き合いい

ただきありがとうございました。 
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講 演「最近の農業・農村整備を巡る諸情勢」    

   北海道開発局農業水産部農業計画課長 

平見 康彦 

  

  

はじめに 

ただいまご紹介いただきました開発局の平見でございます。先ほどの岩崎先生の独創的で

素晴らしいご講演の後に私の方から恐縮ですけども若干ありふれた話をさせていただきま

す。本日の演題は「最近の農業・農村整備を巡る諸情勢」ということになっていますが、

内容的に４点に分けています。まず１、２が最近のトピックとして経営所得安定対策と日

豪の EPA。それから３番目に私が常々考えていることに関して少しお話しさせていただいて、

４番目が演題とよく似た予算の話という形で考えております。なお、当然のことながら私

の話す内容につきましては開発局としての見解ではなくて、あくまでも平見個人の考えと

いうことでお聞き願えればと思います。 

 

１．経営所得安定対策について 

スライド１：①経営所得の安定対策の概要 

まず経営所得安定対策ですが、平成 19 年度からの農政改革の柱になるもので、中身が３

つに分かれております。この制度の中心となるのが品目横断的経営安定対策で、担い手に

限定して農業経営安定のための直接支払を行うものです。この対策の車の両輪というのが

皆さま方よくご承知のことと思いますが農地・水・環境保全向上対策。それと品目横断的

経営安定対策と表裏一体になっている米政策改革推進対策になります。この３つの政策の

一番面白いところは、対象者が全部違うということです。品目横断的経営安定対策では対

象者をこれまでの農業者全体から、今回初めて担い手というものに限定した対策を打つと

いうことになり、戦後農政の中では大変大きな政策変更になります。それに対して米の生

産調整。こちらの方は当然生産調整実施者ということで、必ずしも担い手でなくても良く、

また農地・水の方は、いわゆる農地・水・環境保全活動を行っている地域の農家あるいは

団体、それら全て含むという形で非常に対象者が広く設定されています。 

 

スライド２：②品目横断的経営安定対策の概要 

今日は、中心となる品目横断的経営安定対策について簡単にご説明させていただきます。

この対策は中身的に大きく２つに分かれます。１つは収入減少影響緩和対策で、もう一つ

は生産条件不利補正対策の２つに分かれます。前者は通常ナラシと呼ばれていますが、毎

年毎年の収入の変動を今までは個別作目で対応することを原則としてきたものを、今後は

経営全体として各作物の出入りを合計して、本来入ってくるべき収入が入ってこなかった

らその差の９割までを補填していこうというのがこの対策です。ただ基準期間が直近の５

中３年となっているため、長期的に価格が下がっていくような場合には、必ずしも効果が
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あるかどうか、議論のある所です。この対策は今までも米で担い手経営安定対策とかいろ

いろな形でやっておりましたが、今回米以外にも麦類、大豆、てんさい、でん源馬鈴薯の

４品目に広げて、いわゆる５品目でやっていくというのが今回の特徴です。次に生産条件

不利補正対策についてですが、これは一体何かといいますと、ここに生産条件に関する不

利と書いておりますけれども、この上に括弧して諸外国のというのが入ります。要するに

外国から比べたら日本というのは生産条件が不利だという前提で、その条件不利を解消す

る対策です。どういうことをやるかといえば、直接支払いです。対象となる担い手を限定

して、国産品が国内で売られている販売額と担い手の生産コストの差額を生産条件に関す

る不利と認めて直接支払いするという形を取ることになっております。この時気を付けな

ければならないのが、諸外国との生産条件に関する不利とは、現在の関税を前提としてい

るということです。例えば、米でいけば四百数十%の関税。乳製品であれば 300%くらいある

わけですけれども、その関税を前提にしています。関税を前提にした諸外国との生産条件

に関する不利を補正する対策です。従って後ほど EPA の話をしますけれども、関税がなく

なれば今回の支援水準では全然話にもならないというところが１点ございます。この対策

は大きく２つに分かれております。一つが、過去支払いと呼ばれているもので、過去の生

産実績、平成 16 年から平成 18 年の間の平均ですけれども、その間この４品目を作ってい

ればそれだけで直接支払いの対象になります。どういうことかといえば、平成 16 年から平

成 18 年までの３年間に麦・大豆・テンサイ・馬鈴薯を作っていれば、仮に平成 19 年度か

らはこれら全部作るをのやめて、野菜を作ることになってもこの過去支払いの対象となり

ます。過去の生産実績に基づく支払いですから。 

もう１つは、毎年の生産量、品質に基づく支払い。これはその当該年度で平成 19 年度で

あれば平成 19 年度、平成 20 年なら平成 20 年度に作ったものの品質と生産量によって支払

い額を決めるということになっております。この両者の比率ですが、過去支払いがだいた

い７割、毎年の生産量・品質が３割となっています。後者は非常に日本的な仕組みで、EU

なんかの直接支払いにはこういうものはありません。過去支払いだけです。ではなぜ日本

は後者のような制度を作ったかといいますと、EU は食糧自給率が 100 を超えています。100

を超えて逆に輸出してそれに補助金というのを付けているという状況の中で、別に生産の

量を増やす必要がないわけです EU は。従って過去の支払いだけやっていけばいい。ところ

が日本は自給率 40%ですから、これを 45 に上げなければならないという政策目標がござい

ます。過去支払いだけであれば、耕作放棄地は基本的に対象にならないわけですけども、

例えば、休閑緑肥のような直接生産につながらないことや収量を度外視した荒し作りなど

も、耕作をしていれば対象になるわけですから、食糧自給率の維持向上という政策目的に

過去支払いだけでは対応できないということもあって、WTO 上はイエローボックスですけど

も、生産量・品質も対象にするという形になっております。 

麦・大豆・テンサイ・でん源馬鈴薯の平成 18 年までの価格支持の政策体系がどうだった

かといいますと、麦であれば麦作経営安定資金というように麦という単品に対して交付金
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を支給する形。大豆も同じような交付金を支給する。ビートは外国から糖を輸入する時の

調整金を取りまして、それを原資に農家から高く買入れる。でん原馬鈴薯の場合は、コー

ンスターチとの抱き合わせ販売ということで農家から高く買い入れる。つまり品目ごとに

それぞれやっていたものをそうじゃなくて、今回の政策ではまとめて直接支払いをすると

いうとこで品目横断的経営安定対策というふうな形になっております。 

 

スライド３：③品目横断的経営安定対策の導入による影響 

じゃあどうなるかというのを簡単に試算しました。上の表が現行制度で、例えば 34ha 持

っている人がどのくらいの売り上げがあるかといえばだいたい 3,100 万あります。これを

今回の対策で試算すれば、これＯ市と書いていますけれども単価が全部市町村ごとに違い

ますから、仮に帯広市の単価を使って計算したら、2,847 万ということで約 250 万くらいの

差がありますけれどもだいたい同じくらいの収入になります。この差が何かというとこも

ちょっと気になるところですけれども、原則的には今までの品目ごとの対策を今回の対策

に変えても、国の財政資金は基本的には変えてないという説明になっています。ただこれ

は品目横断的な直接支払いの部分だけで試算していますが、これ以外にも担い手確保対策

とかいろんな対策打っていますので、そっちの方にある程度のお金が流れていっていると

いうことでここではある程度の差がついているということになります。 

今回の対策で非常に面白いのが過去支払いです。先ほどいいました過去支払いは７割ある

わけですけれども、これは何を作ってもいいということになります。先ほどの表では、今

回の対策で粗収入が 2,800 万ほどありましたが、それで所得を仮に出した時に、これは生

産費調査を使っていますけれども、所得でだいたい 1,450 万くらいあります。ここで経営

規模を変えずに仮に直接的には所得を産まない休閑緑肥を４ ha 入れたとすれば、当然他作

物は全部減るわけでが、所得としては 1,400 万ということでほとんど変わらない。当然で

すけれども７割が何を作っても補填されるということになりますので、そういう意味で今

回の対策は新しい作物を導入するとか、そういったことに関しては非常に大きなインセン

ティブになっていくのではないかと思っています。次の表は大した表じゃないんですけれ

ども、今小麦・大豆・テンサイ・馬鈴薯で北海道で見た時に産出額これだけありますが、

この内政府がいくら出しているかというのがここに書いている数字で、これだけの額を実

際は各作物ごとに国が補填していることになります。ただビートと馬鈴薯は国が直接補填

しているのではないため推計値を使っています。 

次に、品目横断的経営安定対策の導入に対する道内の受け止め方がどうかというので３つ

並べております。一番上は北農中央会の会長ですけれども、今まで北海道というのは、府

県と全然規模が違う、しかも専業農家中心なのに、制度はオールジャパン１本だったとこ

ろに、北海道農業を発展させる上での大きな課題があったわけですけれども、それに対し

て今回は対象作物見てわかりますように小麦・大豆・ビート・でん源馬鈴薯ですよね。ま

あ北海道の作物のようなものです。また対象を、規模を資格要件とした担い手に限定して
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いる。これはいわゆる北海道向けの政策とみて良いということもあって、北海道の系統と

しては非常に歓迎している。真ん中は大学の先生ですけれども、先ほど言いました緑ゲタ、

いわゆる過去支払いですね。過去支払いが非常に厚い、所得が補償されるということは、

生産における選択の自由度が高まって何を作っても７割のお金もらえるわけですから。そ

うすれば、そういうことを１つのきっかけに新規作物を作って行きやすくなるのではない

かというのがあります。一番下は道の農政部長の談話の中にある言葉ですけどれども、今

まではどうしても生産性を上げるために、肥料とか農薬を多投する、いわば投入量増加で

単収を上げるということを考えてきたわけですけれども、これからはそうではなくて低投

入型農業。いわゆるクリーン農業ですね。そっちでやっても良いんじゃないか、あまり単

収ばっかり狙わなくても、７割という過去支払いがあるからというふうなこともいわれて

おります。 

 

２．日豪ＥＰＡについて 

スライド４：①ＥＰＡ・ＦＴＡとは 

次に、EPA でございますけれども、新聞なんかに少し前までは日豪 FTA と出てて、最近は

日豪 EPA になっていますが、EPA と FTA の関係について、簡単にご説明します。FTA という

のは単にものやサービスの貿易自由化のことだけです。EPA は FTA を含んで、それ以外のい

わゆる人的交流の拡大協力そういったものも含んだかなり幅広い概念です。ですから EPA

の中に FTAがあると思って下さい。それとWTOと FTAの違いですけれども、WTOというのは、

加入国に対して差別なく全部等しく適用しなければいけないんですけれども、FTA というの

は、WTO の例外になって、協定を結んだ国の間だけで関税を撤廃していくということで、理

念的には WTO と FTA は反します。 

 

スライド５：②我が国のＥＰＡ・ＦＴＡをめぐる状況 

若干歴史的な話をしますと、WTO というのは GATT から来ているわけですけれども、いわ

ゆる経済のブロック化を防ぐために GATT・WTO という流れがあったのですが、ここに来て

WTO が上手く進まない。これは加入国が 200 ヶ国近くなっていますので、交渉が難航して上

手く進まないということで FTA が出てきています。従って FTA が進めば、結果的に経済の

ブロック化ということに結びつくのではないかという懸念は各国とも持っていますが、し

かし乗り遅れたのでは世界の中で立ち行かないということで、日本も遅まきながら今いわ

ゆる EPA に力を入れてきています。現在の日本と各国の状況ですけれども、発効している

のが３ヶ国。それから大筋合意しているのがブルネイまで５ヶ国。あとは交渉中が３つあ

りますが、韓国とは交渉中断して全然進んでいません。オーストラリアとは１月から本格

交渉に入るということで昨年 12 月に首脳会談で決定しています。 

 

スライド６：③農林水産分野の交渉について 
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：④日メキシコＥＰＡ農林水産分野の内容 

：⑤日タイＥＰＡ大節合意 農林水産分野の内容 

日本の政府としての交渉の基本姿勢は３つありまして、攻める・譲る・守ると書いていま

すけれども、当然このようにメリハリをつけてやっていくということになっております。

過去の例としてメキシコとタイをあげていますけども、ここで面白いのが日本というのは

食料の輸入関税が非常に高い、農業を保護している国だというふうにちょっと思われるか

もわかりませんけど、全く逆でございます。例えば、メキシコと結んだ時も農林水産部門

1,200 品目について撤廃・削減を約束しています。それから日本の農産物の平均関税は 12%、

EU は 20%です。日本の食糧自給率が 40%ということはそもそも何かといえば、関税が低いか

ら外国のものがいっぱい入ってきているわけです。もう既に農産物については門戸を広く

開いています。ただ日本の場合、ある特定の品目が極めて高い関税で、それ以外は極めて

低い関税という両極端に別れているわけです。メキシコあるいは次にタイと結んだ EPA も、

結果的に日本の非常にセンシティブ、いわゆる重要品目については先送りか再交渉という

ことにして、関税が既に下がっているもの、例えば野菜なんかは３%ですから、あるいはこ

のマンゴスチンやドリアンなど全然影響受けないような品目、そういったものは全部関税

を外しちゃう。ただし日本にとって大事なものについては先送りというふうなことでこれ

が合意をしているということでございます。 

 

スライド７：⑥日豪ＥＰＡ交渉 

しからば今度オーストラリアとの間でどうなるか、これが非常に難しい問題があります。

まずオーストラリアと日本の貿易バランス。日本から見て農林水産部門で輸入が 6,000 億、

輸出は 46 億で圧倒的な輸入超過となっており、その過半が今回の重要品目である牛肉と麦

と砂糖と酪農製品です。この重要品目がオーストラリアとの間で交渉となるわけですが、

今までオーストラリアは諸外国と結んだ EPA、FTA の中で例外品目というのを原則的に設け

ておりません。日本というのは今まで結んだ EPA、FTA の中では重要品目は基本的に例外扱

いしています。そういった中で平成 19 年から EPA の本格交渉を開始するということになっ

た時に、重要品目の先行きが見えないことが問題となっている訳です。 

 

スライド８：⑦日豪ＦＴＡによる北海道への影響について 

それで仮に日豪 EPA がこれまでのオーストラリアの原則通りに例外品目なしという形で

合意してそれが進んでいった場合どうなるかというのをいろんな機関が試算しています。

農水省も試算していますけれども、オールジャパンでこの４品目の生産額の減少が 7,900

億というのを出しております。ただ北海道がその内どのくらいかについては今資料が公開

されていませんのでわかりません。また北海道農政部の方でも試算しております。道の農

政部の試算というのはちょっと強烈なんですけれども、日豪 EPA だけじゃなくて、仮に日

豪の EPA が関税撤廃で合意すればアメリカ・カナダ・ニュージーランドが黙っていない、
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だからこっちも同じようになるというのが１つの前提になります。それともう１つ関税撤

廃に伴い新たに必要とされる財源 4,300 億が確保できない場合、これは農水省が生産減少

の影響が 7,900 億出るがこの影響を出さないためには新たに財源 4,300 億が必要だといっ

ているわけですけれども、その 4,300 億が確保できない場合を前提として試算をしていま

す。試算の中身ですけれども、簡単に言いますと牛肉でいけば肉専用種以外、いわゆる乳

用種の牛肉はオールアウトいうことでマイナス 70%。乳製品は、生で飲む牛乳以外はオール

アウトということでこれも 70%減ぐらいになるだろうと。それから小麦については全滅。こ

れはどういうことかと言いますと、平成 16 年の生産額小麦 852 億円と書いていますが、減

少額も 852 億円ということで全滅。砂糖も同じく全滅という試算を出しています。この影

響額を全部、あと当然関連産業にも影響が及んできますからそういったものを足し込んで

いきますと、農業生産額では 4,400 億。その他関連産業で 4,400 億。地域経済で 4,800 億

併せて１兆 3,700 億とこれだけの影響が出てくるのではないかとの試算になっています。

これでは酪農畑作地帯は完全に地域が崩壊してしまうというふうなことになります。 

 

スライド９：⑧日豪ＦＴＡ合意による道内ＧＤＰと失業率に与える影響 

また付加価値ベースでの試算もしていますが、GDP で 8,200 億円、道内全体の 4.2%の減で

失業率も相当上がるだろうというふうな試算になっています。それから、EPA で関税を撤廃

するということが非常に恐いというのは何かと言いますと、先ほど品目横断的対策のお話

ししましたけれども、あれは例えば今の麦の麦作安定資金とかあるいは大豆の交付金とか

そういったものを組み替えてやっていくわけですが、それらの財源のかなりの部分は、い

わゆる関税相当額を財源にして、持って行くわけです。ということは関税が前提になって

いる。今回、関税をゼロにしてしまえば、じゃあ農水省として先ほど 4,300 億という話を

しましたけれども、影響を回避するための新たな財源というのはどこから持ってくるかと

いうのが一番大きな課題になってくるわけです。財政再建の中で先ほど岩崎先生のお話に

ありましたけれども、ああいう中で 4,300 億の金を農水省予算以外のとこから速やかに調

達できるかと、経済産業省は推進派のようですけど経産省の予算削ってこれに廻すかとい

う話はまあ常識的にはあり得ないということであれば、結局は今の農水省予算から出さざ

るを得ないと考えるのが自然だと思います。そうなった時にどういう影響が生じるかとい

うのが非常に今回の大きな問題です。財源の問題を考えれば関税ゼロに対応した対策がと

れるかどうかはわからないです。仮にとったとした時、財源の出し所如何では何らかの形

で農業政策の中に甚大な影響が出てくるということがあろうかと思います。 

 

３．これからの北海道農業に関する一考案 

(１)農家戸数の減少と北海道農業 

スライド１０：①農家人口、農家戸数及び地域別戸当り耕地面積の推移予測 

以上で EPA の話しを終わりまして、３番目のこれからの北海道農業に関する一考察という
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ことで最初に既存の資料に基づいた北海道の実状、その後で、それらを踏まえた北海道農

業の今後の発展方向について日頃、私が考えていることを若干お話しさせていただきます。

先ほど岩崎先生のお話にありましたように、日本全体で人口が減っていくという状況の中

で、当然北海道も農家戸数というのはこれから益々減少して行きます。この表は道庁の農

政部が平成 15 年３月に地域農業のマネージメントの手引きというもので公表したものです

けれども、平成７年と平成 12 年の間をコーホート分析して、その後平成 17、22、27 年と

どうなっていくかというのを想定したものです。これでは非常に減っていきます。非常に

減っていくんですけれども、平成 17 年のセンサスの数字が出まして農家人口をこの表と比

較できるようになりましたが、この表の想定よりも更に１割減っています。ということは

平成 15年で想定したよりもまだひどい勢いで今後減っていくということは間違いありませ

ん。 

 

スライド１１②北海道の地域別の戸当たり耕地面積の推移(H22、H27 は予測値) 

農家人口が減れば当然農家戸数も減っていきます。農家戸数が減っていけば、仮に農地面

積が一定とするならばどうなるかというのがこれでございます。これ道全体と各市町別に

分けていますけれども、戸当りの面積は水田地帯、畑作地帯、酪農地帯とも大幅に増加し

ます。全道平均では平成 12 年から見たら７割近く面積が増えてくるという推計になってい

ます。北海道は現在でももうかなり規模が大きくなってきています。それがまだ今後７割

くらい平成 27 年には増えてくるということです。 

 

スライド１２：③北海道の耕地面積及び農家戸数の推移 

次のグラフは、北海道の耕地面積と農家戸数の推移を、統計がある一番最初の明治の始め

から見ていったものです。赤が農地面積で青が農家戸数です。太平洋戦争の前くらいまで

は主として開拓時代であり農地面積と農家戸数が完全にパラレルに動いています。そして

戦後、農地がかなり荒廃してドカンと減ったのに対して緊急開拓等の入植がありましたか

ら農家戸数は急増してピークとなりました。ところが昭和 30 年代いわゆる旧基本法農政が

始まった頃から北海道の農家戸数は激減してきました。農地面積はそれ以降も平成の始め

まで増加してきてその後、横這い。若干減っていますけど横這いという形をとっています。

これが北海道農業の農家と農地戸数の関係です。 

 

スライド１３：④農家戸数と戸当たり経営面積の推移 

これを昭和 30 年以降だけで詳しく見ると、農家戸数は最近５万９千戸ということでピー

クの時に 24 万戸あったのが４分の１になってきています。農家戸数がこれだけ減って、農

地面積は昭和 30年から見たら大幅に増えていますから単純にわり算すれば戸当たり面積と

いうのは６倍近くに増えている。平成 17 年は 19.8ha になっています。ただオールジャパ

ンで見れば 0.9 から 1.7ha にしかなっていませんが、これも北海道が効いているので北海
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道を除けば 1.2ha しかありません。ということは府県では何も変わってない。ところが北

海道はこういう形で急激な規模拡大をしてきました。 

 

スライド１４：⑤年齢別基幹的農業従事者の比較 

次に面白い表ですが、北海道と都府県の基幹的農業従事者の推移です。平成７年と平成

17 年の 10 年間でどのように変化したかを表しています。実線が実数ですが、点線は平成７

年がそのまま 10 年間移動した時にこうなるということを表しています。もし離農とか新規

就農がなければ平成１７年の実線は点線のようになる筈なんです。ところが平成 17 年の実

数はこうなっている。これを北海道と府県で比較すると面白い特徴が出ます。何かといえ

ば 50 から 59 歳、60 から 69 歳は北海道は実数が平行移動の点線に比べてガクンと減ってい

ます。対して府県は、この部分が増えています。府県というのは要するに 50 歳以上の新規

就農がいっぱい出てきているんです。ところが北海道はその年代の実農家数がドカッと減

る。これも先ほど言いました大面積、いわゆる大面積経営の１つの特徴で、年寄り夫婦で

20ha も 30ha もってやっていくのはなかなか難しい。府県の方は増えたと言ってもホビーに

毛が生えた程度のものや定年帰農、そういったものですけれども、しかし、高齢農家が農

地保有のバッファー機能を果しています。しかし北海道は、大規模専業故に高齢農家の農

地のバッファー機能が、なかなかうまく機能しないという１つの証左です。 

 

スライド１５：⑥農家の経営展開の意向調査 

次に開発局と道庁と中央会で平成 17 年の１月に行った全道の販売農家の悉皆調査の結果

です。回収率は 40 何%ですけれど２万数千戸から回答がありました。将来の経営意向とい

うことで、面積を拡大するというのがだいたい全体で 24.5%います。この 24.5 というのを

営農形態でクロスチェックしたら非常に面白い結果が出ました。稲作はちょうど中規模層。

それから畑作も中規模層。規模が大きいのではなく中規模層のところが規模拡大意欲が強

い。それに比べて酪農は大きい方が強い。あまり大きい方が規模拡大意欲強くてもこれは

物理的になかなか進まない。また後ほど触れますけれども農作業とかいわゆる時間的にか

なり難しい面あるわけですけれども、こういう中規模層は規模拡大余力というんですか、

これがかなり大きいですから今しばらくはまだ北海道もこの規模拡大路線で続いていく可

能性は非常に高いということがわかります。 

 

 

スライド１６：⑦土地所有状況の経営的変化の具体例 

次に土地所有の変化ですが、実際の図面で説明します。先ほど岩崎先生と昼お話ししてい

る時に耕作放棄地があまり出ないというお話をしたんですが、これが１つの証左でござい

ます。これは沼田町ですけれども昭和 48 年と平成 15 年の土地所有を属人的に比較したも

のです。昭和 48 年の白抜きのところは昭和 48 年当時は農家だったんですけれども平成 14
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年までの間に離農した人の土地を白で表しています。離農は多く発生しているものの、こ

の間に耕作放棄が全くございません。農地面積は 222ha が 221ha になっただけです。おそ

らくこれは公共転用程度だと思います。農家数は 43 戸が 12 戸になっています。31 戸が離

農しています。この離農農家が持っていた農地が 146ha あったわけですが、今 12 戸の農家、

１つも余すところなく 100%農地使っています。そういうことで戸当たりの経営面積は昭和

48 年に５ ha だったのが平成 15 年では 16ha。約３倍に増えました。こういう形で北海道で

は今まで農家戸数は先ほど言いましたが急激に下がってきたわけですけれども、下がって

くることによる離農農地は周りが完全に吸収し、それを規模拡大に充てて、足腰の強い北

海道農業を築いてきたことになります。次の図は畑ですが、構造的には全く同じです。ち

ょっと違うのがまだ畑地帯は昭和 58 年と平成 16 年の間には農地開発の余力があって面積

自体が増えています。この 467ha が 488ha になったのがそれで力強い動きをしています。 

 

スライド１７：⑧稲作農家の旬別労働時間(経営耕地面積 15ha） 

次のグラフは規模が大きくなった時に労働力的にどうなるかをみたものです。15ha 規模

の水田農家で、最大労働供給量は夫婦２人という形で仮定すると、育苗と田植えのところ

で労働力不足になっています。ここは雇用労力を入れてやっているわけですけれども、こ

れが 20、30ha なった時にどうなるかということは容易に読みとれると思います。雇用労力

というのはこれからなかなか確保するのは難しいという時代が来ます。 

 

スライド１８：⑨酪農経営における飼料供与区分(％、ＴＤＮ換算) 

もう１つ大規模化ということで、酪農経営における飼料供与区分を見てみます。TDN 換算

していますけれども、北海道の酪農は昭和 50 年頃、私が学校で習っていた頃ですが、この

頃はいわゆる放牧型の酪農です。粗飼料が TDN 換算で８割近く。濃厚飼料はたった 20 何%

しか使っていませんでした。それが現在は、粗飼料が６割弱、濃厚飼料が４割強というこ

とで、北海道でありながら濃厚飼料が非常に多く使われています。そういうことで規模拡

大をしているのが実態です。 

 

スライド１９：⑩短期費用曲線及び長期費用曲線 

それから次に規模拡大とコストとの関係ですが、これは短期費用曲線と長期費用曲線です

けれども、どういうことが言いたいかと言いますと、例えば、一定の技術水準あるいは基

盤整備の水準の下では普通、規模が大きくなればコストは下がっていくんですが、しかし

あるところで限界点になって、そこから今度はコスト上がっていきます。農業が収穫逓滅

の法則下にある限りそれはもうどうしようもないわけですけれども、それを突き抜いてコ

ストを下げようとすると技術水準とか基盤整備水準自体を不連続的に変える必要がありま

す。わかりにくい言い方しましたけど、わかりやすくいえば例えば、鋤とか鍬の時代であ

れば１戸当たり面積が 0.5ha から１ ha になればコストは下がります。しかし３ ha になれ
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ば人を雇うためお金がかかり、人件費にもよりますが、必ずしもコストは低下しない。と

ころがトラクターがドンと入れば今度 10ha、15ha でもコスト低減になるという世界になる

わけですね。ですから単純に規模を拡大していったらコストが下がるだろうというのは非

常に短絡的な見方で、単に今の技術水準なり基盤整備の水準で規模を拡大していっても自

ずから限界が出てくるだろうと言われています。特に現在の北海道では雇用労力の問題と

重装備化が課題となります。これまた後ほど言いますけども水田でいけば今のところ 25、

30ha その近辺だろうと。畑でいけば 50ha 辺りだろうと言われておりますけれどもそういっ

たことがございます。 

 

スライド２０：⑪北海道における農業規模別集落数の増減(H2 年と H12 年の比較) 

それと規模拡大を進めていけば１つ大きな問題が出てきます。次の表は農業規模別集落数

の増減で、平成２年と平成 12 年、本当は平成 17 年使いたかったんですけど平成 17 年は公

表されていません。平成 12 年の北海道の集落数が 6,600 から 700 くらいです、総体が。そ

れでどういうふうになっているかといいますと、非常に恐ろしいことがおきていまして、

例えば１集落 20 から 29 戸のところはこの 10 年間に 700 幾らの集落がなくなり、小さい集

落に移ってきてます。ですから５戸以下の集落というのはドカンと増えている。６から９

戸も若干増えている。ところが大きい集落が軒並み減ってきている。ということはどうい

うことか、当然農家戸数が減っていくんですから当たり前の話といえば当たり前の話です

けれども、集落機能というのが極めて弱体化してきている。集落自体が消滅したのも 300

くらいあるというふうなことになります。こういったのも農家戸数が減っていったという

ことからの１つの動きでございます。 

 

(２)将来の北海道農業に対する一考察 

スライド２１：①これまで言われてきた北海道農業の将来像 

次に、今までのデータを元に私が時々考えていることを若干ご説明させていただきます。

これからの北海道農業をどうしていくんだという話は良くされるわけですけれども、今ま

でいろんな方が言われているものをまとめていけば、この３点になるんではないかと思っ

ています。１つは当たり前の話ですけども土地生産性、労働生産性を一層上げて生産性の

高い農業を実現するんだと、これはイコール規模の拡大を図っていくんだということが１

つございます。もう１つは、そういうことばっかりやっていたら人が減ってしまう、人が

減ってしまったら困っちゃうということで、１つは土地利用型作物は大規模にやっていく

が、もう１つ、それだけじゃ地域が保たないから、収益性の高いものを作る中小規模層を

育て、地域の中で大規模と中小規模の地域複合化していこうと。それと原料供給基地から

の脱却。地域でできるだけ付加価値をつけていきましょうと。この３つが今まで北海道農

業の将来像ということでいろんなものに書かれているののだいたいの最大公約数かなと思

っております。 
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スライド２２：②北海道農業の優位性 

これからの北海道農業を考える時、何でもそうですけど将来考える時、自分の強いところ

と弱いところを良く認識してから考えなければ変な話になってきます。じゃあ北海道農業

の優位性とは一体何があるのか、これを考えていきますと１つは間違いなく農地価格が安

いということです。収益還元地価いわゆる商売の道具に農地を使ってペイするのは日本の

中で北海道だけです。東北なんかの一部町村までいけばあるかもわかりませんけど、県単

位でいけば北海道しかこれは成立しません。しかも北海道の場合は入植以来まだ歴史は浅

いということで先祖伝来の土地という意識よりも農地は生産財だとそういうふうな意識ご

ざいますから、離農農家は農地を簡単に手放すということで農地集積が非常に容易だとい

うのが１つございます。それともう１つ。地形条件的に平で広大な農地が大規模に存在す

ることです。これは石狩・空知の水田地帯。十勝を見られたら一目瞭然ですけれども、あ

れだけ平坦な土地が連続しているのは府県にはありません。農地価格が安いのと相まって

ですけども大規模営農が容易に可能だということです。これが傾斜が急な中山間地であれ

ば、いくら安くても大規模営農はなかなか出来ないんですが、こういうふうな非常に土地

条件の良いところが多い。それと層の厚い専業農家が存在していること。専業農家がいる

が故に営農意欲も大きいし、技術というものも非常に高い。これが北海道農業の大きな優

位性じゃないかと私は思っております。 

 

スライド２３：③北海道農業の弱点 

強いところがあれば当然弱いところもあります。じゃあ何が弱いんだと、一番弱いのは気

候的制約因子です。これがあるが故に、作るものが限定される。何でもかんでも作れるも

んじゃない。そういうのが１つあります。それはそれとして、気候的制約として一番大き

いのは、今の技術水準でいけば経営規模は適期の作業可能面積に支配されるということで

す。水田で言えば、例えば今中生の早が主体になっていますけれども、中生の早でいけば

田植え適期というのはだいたい１週間から 10 日です。そのぐらいしかありません。後ろに

いけば早霜、前にいけば遅霜でやられますから。従って１週間から 10 日の間に田植えの出

来る面積というのが自動的に規模のマックスになります。そういった意味での気候的な制

約因子があります。それから次に農村における稼得機会が少ないこと。要するに専業経営

になりたくてなったのか、ならざるを得なかったからなったのかというとこですけれども、

農村で農業以外で所得を得るチャンスがない、だから専業経営しかなかったわけです。兼

業経営というのは北海道では基本的に成立しがたいですから、農業のいろんな情勢が変わ

って農業収入が変動した場合、非常に経営的に脆弱な面がある。例えば、府県の兼業農家

で農業所得は全体の１割であれば、それが 50%失われたところで全体から見れば５%で済み

ます。５%くらい下がってもどうにかなります。ところが北海道でいけばまともに 50%ドン

と下がるわけです。そういった意味で専業経営は意外に脆い面があります。それと農村に
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おける社会的コストが大きいこと。大規模というのは人口密度が薄いから当然だし、気候

的な要因もあります。もう１つ追加すれば消費地から距離が遠いというのが入りますので

４つになろうかと思います。 

 

スライド２４：④食糧供給の基盤は農地 

次に、北海道が日本の食糧基地として国民の信頼を維持していくためには、食料供給の基

盤は農地であるということを十分認識する必要があると思います。食糧供給の基盤が農地

であれば、北海道農業の基本というのは農地の維持だと思います。それでは農家戸数の減

少が続く中で農地の維持をどのようにするのか、これは２つしかないです。戸当たり面積

を増やしていくか、新規就農を増やすか。これは農家後継者でも良いです。そういったも

のを増やしていくこの２点しか対策はありません。 

 

スライド２５：⑤規模拡大はどこまで可能か 

それで規模拡大がじゃあどこまで出来るのか、これまでいろんな形で規模拡大やってきた

わけです。昔は北海道でも５ ha で入植したわけですけれども、５ ha で入植したのが今、

畑地では 40ha ぐらいはざらにいると、そういう時代です。これは基盤整備や農業技術の進

歩とかといったことで進んできたわけです。更に今後もう一段の規模拡大に向けて考えら

れる技術開発というのは、短期と中長期に分けられますが、短期的にいけば基盤の方では

大区画化、農業技術の方でいけば直播、作期の多様化、一層の機械化などがあります。で

もこれが中長期になってきたらこれを通り越した話になりますから。例えば、水田でも北

海道で数百町歩の水田経営が出来るか出来ないかとなればロボット化など今の技術体系と

全く異なる方式になってくるだろうと思います。 

 

スライド２６：⑥規模拡大の明暗 

次に規模拡大というのには明と暗の２つあると思います。明というのは、当たり前の話で

すけれども農地面積を維持すれば食糧供給が維持できて北海道農業の信頼性が上がってい

くこと。更に生産性が向上すれば当然農家経済も維持できるし地域農業も維持できること。

ただ規模拡大というのはやっぱりいろいろな問題がありまして、１つは規模拡大していけ

ば当然戸数が減る、集落機能が下がる。さっき言いましたように地域維持が困難になると

いうことが考えられます。もう１つ生産性を向上させることは価格を下げるということで

す。生産性を向上させると、価格が下がり総生産が減少し人口扶養力が下がることで地域

維持に問題が生じることもございます。それから規模拡大というのは、効率性を追求する

しかありません。要するに機械をたくさん入れていく、そうすれば画一的な農業になり、

あまり手がかけられない。このことが北海道ブランドの空洞化にも響いてくるんではない

のかということがございます。 
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スライド２７：⑦北海道ブランドとは 

ちょっとここで北海道ブランドは何かいうのを考えていただきたいんですけれども、代表

的な例で言いますと、広い牧場で草を食む乳牛と書いていますけどもこれはどういうこと

か、まあ皆さん頭で考えればすぐわかると思いますけれども、広大な農地でゆったりとし

た時間が流れる中で生産された安全で美味しい農産物という消費者の思い込みが北海道ブ

ランドです。じゃあ現実はどうなのか、酪農で言いますと先ほど言いましたけども粗飼料

よりも穀物の方が増えてくるような状況です。しかも年中舎飼いです。濃厚飼料多給の１

万キロの搾乳です。こうなったら千葉県の酪農家と何が違うのかと。しかもここに書いて

いませんけれども、千葉県の酪農は昔から一腹搾りといって１産しかやらなかったんです

けれども、今北海道の酪農も私が学校で習った頃は７産、８産が当たり前。しかし今は３

産切っています。そういうふうに規模大きくしていってこういう形にもってきた。それか

ら畑の方で言いますと、酪畑分離が進みました。昔十勝あるいは斜網は、畑酪混在地帯と

いっていましたけれども、もう畑酪分離が進んだ畑地帯では堆厩肥の入手が困難です。化

学肥料が頼みの綱となっております。例えば斜網にしても十勝にしても、土壌自体は火山

灰です。火山灰に化学肥料だけつっこんで作ったものはどういうふうになるかというのは

もう見えています。見えていますけれども、消費者の方はそれらを知らずして、相変わら

ずの北海道の美しいイメージをお持ちで北海道ブランドがあるわけですけれども、ですか

らまだそういう消費者の想いがある間に、何とかこういう現実を少しずつ変えていかなけ

れば北海道農業も先があんまり明るくないのでないかなと思っております。ただ今後、輪

作体系の強化というのがキーワードの１つになってくるんじゃないかと思います。１つの

例ですけれども夏大根。これは岡山の蒜山高原、ここが日本の最大の産地だったんですけ

れども、連作障害でつぶれて次に飛騨高山に移りました。これも連作障害で潰れて、今北

海道が夏大根の No.1 です。更に長野、群馬が夏レタスと夏キャベツの最大の産地です。嬬

恋だとか野辺山だとかですが、もうだいたい限界に来ています。連作障害対策として定植

の時にクロロピクリンを必ず土壌かん注しなければネコブ病でやられてしまいます。クロ

ロピクリンは猛毒です。そういったことを、消費者は知らないんですけど、もうそれもほ

ぼ限界に来ています。 

 

スライド２８：⑧新規就農拡大の可能性 

もう１つの新規就農の方ですけれども、新規就農の可能性は一体どの程度あるのか。これ

は農家子弟が就農するのが一番良いんですけれども、ただ農家の方も少子化という波の中

にあります。そういったことでなかなか難しい。じゃあ農外からの新規就農を増やせば良

いんじゃないかと言いますけれども、これも例えば農家子弟が親の跡継いであんまり借金

がなくてもなかなか経営難しいのに、素人が最初に数千万の借金をして、それでスタート

して成功するのか、なかなか難しいと考えるのが普通です。今、うまくいっているのは、

公社事業を使った酪農家建売牧場、建売じゃなくて居抜き牧場。あれはまあうまくいって



 - 14 -

いますけど、それでも戸数にしたら何十戸です。後、KK とか農外企業というのありますけ

れども、これもいろいろな意見はありますけれども実際上、農協とか農業者間では非常に

拒否感が高いのが実情です。しかも出入り自由でいやだったらすぐ辞めたと、そういった

話で農業なじむかという問題あります。そういったことを考えていけば新規参入の解決策

としては、農業生産法人経由しかないのかなと考えています。今生産法人は増えてきてい

ますから、この生産法人の構成員として新規参入者を迎え、技術力、信用力がついてから

独立して就農する形が近道だろうと思っています。 

 

スライド２９：⑨当面の北海道農業が目指す方向 

次に結論となるんですけども、当面の北海道の目指す方向というのは一体何か。これは北

海道の優位性を活かした農業と大規模化の両立、これしかないのではないかと思っており

ます。中身は２つあります。１つは北海道ブランドの維持強化による生産物の差別化。こ

れ当然やってかないと駄目だろうと。もう１つは、前者の実現のための方法論でもあるの

ですが、ある種の粗放化農業です。今までは単位面積当たりの生産性を追求してきた北海

道農業もそれではもう保たないんじゃないか。そうじゃなくて経営あたりの収益性の確保

を目指すべきではないか。粗放化といったら手抜きと見えますけども、手抜きじゃなくて

環境とかいろんなことを考えた粗放化、低投入。これをやっていかなければ駄目ではない

かと考えています。具体的にいえば、畑作では当然休閑緑肥取り入れていく。それで低投

入、かつ浮いた時間での大規模化を図っていって余裕があれば野菜等の複合化も図ってい

く。これは先ほど言いましたけども、過去支払い７割、これを最大限活かす戦略としては

かなり重要な形になってくるんではないかと思います。酪農では、もう芽が出てきてかな

り育ちつつありますが放牧酪農、集約放牧含みますけれども、放牧酪農を基本に農地面積

に応じた乳牛頭数にしていく。今アメリカのトウモロコシとかいろんな穀物がバイオエネ

ルギーの関係でもう値段が上がっていますから、放っておいてもこうなっていくかもわか

りませんが、まあ目指すところはやはりこういうところを目指していかなければ駄目じゃ

ないかなと思います。生産量は当然減ります。放牧酪農で１万キロ搾るのはなかなか難し

いですから当然減っていきますけれども、コストも当然下がります。併せて差別化して飲

用乳向けを拡大していく戦略です。稲作は、これは畑作、酪農と違いまして、まだ大規模

化も中ぐらいで余力もあるし、規模拡大意欲も大きいです。それと府県との品質勝負がい

いところに来ています。今や新品種の開発により品質面で北海道の米というのは意外と評

判がいい。ここにロットが大きいという北海道の強みがあります。この２つを掛け合わす

ことで府県産を凌駕するのはもうあんまり遠くない時期だと思います。だから稲作はあと

少しの辛抱でいけるのではないかと思っています。 

 

スライド３０：⑩農村集落の再編 

それから農村集落というものも、農家戸数が減っていくため今後再編していかなければな
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りませんが、その時にどう考えるかが大事になってきます。過去の歴史からいきますと、

北海道は植民区画 30ha。これ１戸５ ha ですから５戸から６戸。５戸の場合は１つの５ ha

は薪炭林にしましたのでこういった形で入植しました。この中で規模拡大が進んできて、

今水田地帯では殖民区画 30ha の中に３戸から４戸。畑地帯は１戸、酪農地帯は２区画で１

ないし 1.5 戸とこういうところまで減少してきています。しかも北海道の集落というのは

農事実行組合を母体としています。府県とは違います。機能的な結合組織が多いというこ

とで農家戸数の減少で集落機能は極めて弱体化しています。要するに農家を辞めて在村離

農なっても、農家を辞めてしまったいうことで農事実行組合を母体とする集落というのは

機能が低下するということになります。今までもそういったことから、農家戸数の減少で

集落再編というのは結構やってきているんですけれども、ただ北海道の集落再編というの

は集落の合併なんです。小さくなった集落を合併して１つの集落にしましょうということ

で、結局住居移転を伴った例というのは、若干あるんですけれどもほとんどありません。

でもしかしそれでは保たない時期になってきておりまして、自治体の財政も悪化していま

す。農村地域の首長さんなんかがよく言っているのは、学校とか除雪、そういったものを

何とかするためには、出来れば幹線道路沿いに出てきてもらえたらという話が出てきます。

しかしこれもなかなか住居移転を伴うということで大変な話なのでそんなに簡単に出来る

わけではないんですけれど、例えば冬期集住であるとか、これは今度開発局で調査費付け

て調査していますけれども、そういった多様な手段を使って実質的に住居移転を伴うよう

な集落再編というものを検討しなければ駄目な時期に来ていると思っております。 

 

４．北海道における農業農村整備の特徴的な動き 

(１)北海道農業農村整備事業予算 

スライド３１：予算額の推移 

：北海道農業農村整備事業 直轄事業の新規着工地区推移(総事業費) 

：平成１９年度 新規採択地区(直轄事業)の概要 

：平成１９年度 新規採択地区位地図 

次に４番目で予算の話でございます。北海道の農村農業整備事業の予算というのは直轄補

助全部合わせて平成 13 年まで横這いだったのが平成 14 年からがたがたがたと減ってきて

おります。どのぐらい減ったかというのを平成 13 年と平成 19 年で比べてみますと、直轄、

補助を合わせた NN 全体でいけば 37%減っています。じゃあ直補の内訳を見るとどうなるか

と言いますと、直轄は 16%減って 84%です。平成 13 年と平成 19 年の対比ですね。それに対

して補助は半分以下になって 49%ということになっております。直轄の 84 非常に面白い数

字で、平成 13 年から公共事業のシーリングでマイナス３%を平成 19 年まで毎年かけていっ

たら 0.83 くらいになります。だから直轄はちょうどそのシーリング通りに下がってきたこ

とになります。結果的にですよ。それに対して補助の方は、市町村と道庁の財政再建とい

うこともあって大幅に下がってきています。直轄はかなり頑張って全国の公共事業並のマ
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イナス３%程度の水準に留めてきたわけですけれども、ご案内のように大型地区がかなり終

わってきているということで、これからなかなか予算を積んでいくことが難しいという時

代にもう既に入ってきてございます。たださはさりながら、直轄の新規着工の地区の推移

をここ５年くらいで見てみますと、５年間ならしてだいたい平均で６地区で事業費ベース

で 600 億になっています。これにはたまたま少なかった年も入っていますので私の感覚か

ら言いますと、これからしばらくはこれよりかはまだ少し多いところで新規は続いていく

のではないかなと思っています。そういった意味でこれから必ずしも予算が下がる一方で

はなくて、新規はそれなりに頑張って、実際地元農家の意欲とか要望もございますから、

直轄事業としてもそういう基幹施設の更新なんかをやっていかねばならないと思ってます

ので、それほど滅茶苦茶下がっていくということにはなかなかならないんではないかなと

いうふうに考えております。 

 

(２)特徴的な動き 

スライド３２：新規開発から既存ストックの有効活用を図る計画的な更新・整備へ 

次に最近の特徴的な動きでございますけれども、これ全国的にも、また北海道も同じです

が、新規の水源開発や新規造成といった新規開発はもう一段落したのかなというところが

あります。新規開発が一段落したということは、これからはこれまでのストックをどう生

かして行くのかが重要になってきています。従って我々の事業も新規開発から計画的な更

新というところに重心が移っていくことになります。 

 

スライド３３：北海道の農地の整備水準 

それともう１つ北海道の場合気を付けておく必要があるのが、整備水準です。水田の整備

水準を表す時に区画の大きさが大事になってくるのですが、財務省が財政審議会なんかに

出す資料には、30 アール以上をもって整備済みという形で出すので、北海道の整備率は非

常に高くなるのですけども、ただ府県のように戸当り 1.2ha しか持っていないところは 30

アールで整備しても良いわけですけども、北海道で 15ha、20ha 持っているのに 30 アール

整備で本当にやっていけるのか、やっていけないわけですね。先ほど言いましたように基

盤整備の水準をちょっと不連続的に上げていかなければ、これからの大規模化に対応でき

ない。じゃあその時に大区画水田は今いくらあるのかと言いますと、12%しかありません。

大区画化率が今の段階でも 12%しかないのが実態です。ここを出来るだけ早くもう少し大き

くしていかなければ、先ほどいった農家戸数が減っていく、一戸当たり面積増えていく、

それに対応した営農が出来なくなります。それから例えば水田の排水完備、いわゆる汎用

化水田率ですが、これまでかなりやってきたと思われますけれども実態としての排水完備

というのはまだ 55%しかやっていません。だからこういったものもまだ相当残っています。

それから畑の方は、農道なんかは当然整備されていて当たり前です、排水の方も水田から

見れば若干良い水準になっています。しかし畑かんで見ればまだ２割です。畑かんについ
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ては最初斜網だとかいろいろな地区で始める頃は本当に北海道の畑に水がいるのかいらな

いのかで相当議論がありましたけれども、もうそんな議論は終わりました。水があって当

たり前というふうなことで、今斜網なんかいけばそういう声ばかりを聞きます。そういっ

た水があって当たり前の世界の中でたった２割しかまだ整備されてないというのが畑の整

備水準です。だからこういったものをどういった形で我々として手当てしていくかという

ことを考えていかなければならないと思っています。 

 

スライド３４：北海道の農業水利ストック 

次に水利ストックの話に戻りますけれども、北海道の水利ストックは 3.7 兆円、この内基

幹的な水利ストックが 2.4 兆円あります。面白いのが北海道と都府県を比べたら用排水路

の延長が全く違うんですね。都府県は用水路が圧倒的に多くて排水路なんかはもうほとん

どない。ところが北海道は用水路と排水路がほぼ同じです。これは新規に開墾していくと

こから始めてますからこういう形になるわけですけれども、そういったものを含めて再建

設費の推移というのを示しています。これは標準耐用年数で単純に割り振っているもので

すけれども、これで見ていただいて 2007 年、2008 年が耐用年数切れのピークになっていま

す。 

 

スライド３５：農業水利施設のストックマネジメントの推進 

このピークをそのまま更新するわけにいきませんから、できるだけ長く保たすことを考え

ていく、いわゆるストックマネジメントで長寿命化させていかねばならないわけですけれ

ども、延ばしていってもどこかで適切な整備をしていくことが必要となります。その更新

時期を含めてストックマネジメントの推進ということが今後非常に重要になってきます。

平成 19 年度からストックマネジメントの制度が拡充され、国営事業で造成された農業水利

施設について、全ての施設の機能診断と予防保全計画の策定を今後５年間で実施するとい

うことになりました。この機能診断をやっていない施設については、以降の更新事業はで

きない、そこまで本腰入れてストックマネジメントやっていくということになっています。

私共の方もその予算をいただいておりますので、５年間の間に機能診断してそのデータベ

ース化を図って、それで毎年毎年そのデータベースを更新していくということをやりなが

ら適宜的確な更新整備というものをやっていこうというふうに考えております。 

 

スライド３６：農政と連携した基盤整備の推進 

平成 19 年度以降に向けた動きとしてもう１つ大事なのが農政と連携した基盤整備の推進

です。農業を取り巻く情勢が厳しくなる中、これからは当然農政と連携した基盤整備でな

ければ意味を持たないわけですけれども。その中で先ほど言いました畑地かんがいが、１

つの柱になると思っています。今農林水産省の大きな方針として攻めの農業があります。

北海道で攻めの農業やっていくことになったら、受け身じゃなくて攻めであれば今までと
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同じことやっていたんじゃ駄目です、そこからプラスαをやっていかねばならない。プラ

スαをやるのであれば、それに対する基盤というものをそれなりに考えていく必要があり

ます。その中では畑地かんがいというのが、今後非常に大事だということでございます。 

それともう１つ同じように農政との連携ですけれども、農地の集積と大区画化があります。

これは中樹林地区でございますけれども。今 30 から 50 アールのほ場区画をだいたい 1.6ha

から３ ha くらいに広げていく計画です。こうすることによって、例えば労働時間がガクン

と減るし、あるいは生産法人というのも出来易くなる。あるいはこういう生産法人が出来

てきて基盤が整備されたら生産体制の合理化が図られるばかりでなく、より高度な営農や

都市住民との交流も可能となり、地域全体としての純生産が向上することになります。こ

のようなことはやはり大規模な基盤整備計画の中でこそ可能になるものであり、直轄事業

で綿密な計画を立ててそれでやっていくということが必要になってくるというふうに考え

ております。それと基盤整備は計画基準とか設計基準に従ってやるわけでございますけれ

ども、現在、昔から見れば非常にそういったものの解釈が、ある面において柔軟になって

きております。昔ではちょっと信じられないようなことも事業の中で可能になっておりま

す。例えばこれは長芋の例ですけれども、暗渠の埋設深は通常 90cm でやるところを長芋で

90cm は意味ないので 140cm の深層暗渠を入れることが現在、帯広で道営畑総なんかで相当

手広くやっていますけれどもこういったのも出来ると。当然直轄でやる場合、再編整備事

業でもやれます。それからもう１つの例が良食米の生産ということで、これまでどうして

も泥炭地で米作ったら、どんな良い品種作ってかなり綿密な施肥計画を立てても、結局は

泥炭地の泥炭が夏の高温で分解して窒素が出て、窒素の後効きでタンパク含量があがりま

す。タンパク含量が上がればもうそれは駄目よということになります。昔から客土という

のは、耕土深の確保かあるいは地耐力の確保が目的だったんですけれども、そうじゃない

良食米を育てるために客土するということで実際砂質土を客土しまして良食米を育てる事

業も新篠津で今やっております。こういった形の非常に柔軟な対応というのも可能になっ

てきておりますし、こういったものを使って先ほどの攻めの農業ですか、そういったもの

にも持っていくことが必要だと思っています。 

 

おわりに 

最後になりますけれども、当然でございますがこれからの NN 事業は土地改良法の改正に

もあったように、いわゆる環境との調和ということが重要になります。環境との調和、保

全には２つのタイプがあります。１つは、そこにある自然環境と言うものを最大限保全し

て、なおかつ事業効果をあげていく事業です。例えばサロベツで泥炭地防災をやりますけ

れども、あれは自然再生の事業の一環としてやるということで自然湿原と調和した形の事

業をやっていくことになっています。それでもう１つは、農業内部から出てくる環境負荷

を出来るだけ抑えて自然環境を保全することを目的とした事業です。これは環境かんぱい

がありますが、家畜ふん尿の系外流亡を止め農地に還元していくことで N の循環、つまり
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物質循環を１つの事業の中で出来得るような形の施設整備を行っていくことになっていま

す。こういったのも今後の北海道の農業というものに基盤整備が貢献していくための１つ

の方法かなと思っておりますし、私どもとしても積極的に取り組んで参りたいと考えてい

ます。時間になりましたので以上で終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございま

した。 
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